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男女共同参画に関する国内外の主な動き



1　福岡市男女共同参画基本計画（第5次）策定経過

○令和７年　２月　６日	 第11期　第1回　審議会
	 　●�諮問

○令和７年　５月　１日	 第1回　福岡市男女共同参画推進協議会幹事会（書面開催）
	 　●�庁内における第5次基本計画（案）の検討

○令和７年　６月　６日	 第2回　審議会
	 　●�第5次基本計画原案について

○令和７年　４月～７月	 地域の意見募集
	 　●�男女共同参画協議会等からの意見募集

○令和７年　７月３０日	 第3回　審議会
	 　●�第4次基本計画の評価

○令和７年　８月　６日	 第2回　福岡市男女共同参画推進協議会幹事会（書面開催）
	 　●�第5次基本計画原案について

○令和７年　８月２０日	 福岡市男女共同参画推進協議会
	 　●�第5次基本計画原案について

○令和７年１０月　８日	 第4回　審議会
	 　●�第5次基本計画原案（パブリック・コメント案）について

〇令和７年１２月１８日	 �「福岡市市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例」に	
基づく議会（委員会）報告

○令和７年１２月２３日	 市民意見募集（パブリック・コメント）
	 　募集期間：12月23日～1月19日

○令和８年　２月１３日	 第5回　審議会
	 　●��原案に寄せられた市民意見及び意見に対する審議会の	

考え方について
	 　●�第5次基本計画答申案について

○令和８年　２月２６日	 答申
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2　市民参加の状況（市民意見募集及び地域からの意見募集）

	 ○市民意見募集（パブリック・コメント手続）
	 　1　実施機関	 福岡市男女共同参画審議会
	 　2　意見募集期間	 令和7年12月23日～令和8年1月19日
	 　3　意見の提出状況	 （1）　意見提出数	 8通
	 	 （2）　意見件数	 77件
	 	 （3）　意見分類	 下記のとおり

 総　数� 77

1 基本計画全般� 2

2 計画総論� 24

（1） 計画策定にあたって� 12

（2） 第5次基本計画の基本的考え方� 12

3 計画各論� 51

（1） 基本目標1� 21

（2）
基本目標2

DV防止基本計画該当分� 3

（3） DV防止基本計画を除く� 1

（4） 基本目標3� 3

（5） 基本目標4� 6

（6） 基本目標5� 4

（7） 基本目標6� 13

	 ○地域（男女共同参画協議会等）からの意見募集
	 　1　実施機関	 福岡市
	 　2　意見募集期間	 令和7年4～7月
	 　3　意見の提出状況	 37通
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3　福岡市男女共同参画審議会　委員名簿
（五十音順　敬称略）　

氏　　名 役　職　等 備　考

池　内　比呂子
株式会社テノ．ホールディングス
代表取締役社長

笠　原　正　洋 中村学園大学教育学部教授

勝　野　　　晃 福岡市PTA協議会副会長

下　川　恭　子 連合福岡・福岡地域協議会代表

髙　山　健　司 一般社団法人WE-Next副代表 （部会長）

手　嶋　一　雄 株式会社福岡放送報道局長

戸　高　輝　美 福岡市自治協議会7区会長会代表

新　納　広　子 福岡労働局雇用環境・均等部長

野　依　智　子
福岡女子大学国際文理学部
国際教養学科教授

会　長

浜　上　慎　也 弁護士 （委　員）

林　　　健　太 株式会社福岡銀行DE＆I推進室 室長

原　田　真　司
福岡市立中学校校長会代表
（箱崎清松中学校校長）

（委　員）

原　田　由　美 公募委員 （委　員）

松　尾　佳　子
社会福祉法人福岡県
母子福祉協会事務局長

（副部会長）

松　本　恭　子 福岡商工会議所専務理事 副会長

山　本　美和子 福岡市七区男女共同参画協議会会長

米　田　史　裕 公募委員

※（　）は苦情処理部会　※令和8年2月26日答申日現在　　
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4　福岡市男女共同参画を推進する条例
平成16年3月29日条例第5号

改正　平成17年3月31日条例第99号

目　　次

前文

第１章　総則（第１条―第８条）

第２章　男女共同参画の推進を阻害する行為の制限（第９条・第10条）

第３章　男女共同参画の推進に関する基本的施策等（第11条―第25条）

第４章　施策に対する苦情の処理（第26条）

第５章　福岡市男女共同参画審議会（第27条―第32条）

第６章　雑則（第33条）

附則

　日本国憲法において、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、我国では、国際的な連携
のもと、法令の整備をはじめ、男女平等の実現に向けた取組がなされてきた。
　福岡市においても、こうした国際社会や国の動向を踏まえ、男女平等の促進や女性の社会参画
の支援などを積極的に進めてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
　一方、少子高齢化の進展、社会経済情勢の急速な変化、家族形態の多様化、地域社会の変化に対
応し、本市が目指す自由かっ達で人輝く自治都市・福岡を形成していくうえでも、男女が、互いに
その人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮で
きる男女共同参画社会の実現は、重要な課題となっている。
　このような認識のもと、男女共同参画の推進に関する基本理念を明らかにし、市民一人ひとり
が個人として尊重され、多様な生き方を選択できる男女共同参画社会の実現に向けて、市と市民
が協力して取り組むため、この条例を制定する。

《 第１章》　総　　則

　（目的）
第�１条　この条例は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活
力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定
め、市の責務並びに市民、事業者、自治組織及び教育に携わる者の役割を明らかにするととも
に、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を
総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を形成することを目的とする。

　（定義）
第�２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
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　（１）�　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ
る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社
会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

　（２）�　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲
内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

　（３）�　事業者　市内で事業を行う者をいう。
　（４）�　自治組織　町内会、自治会その他の市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づ

いて形成された団体をいう。

　（基本理念）
第�３条　男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ
る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることそ
の他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
２�　男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割
分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことに
より、男女共同参画の推進を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における
制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なもの
とするように配慮されなければならない。
３�　男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策、民間団体にお
ける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として行われなけれ
ばならない。
４�　男女共同参画の推進に当たっては、男女が、家庭の重要性を認識し、相互の協力と社会の支
援のもとに、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての
役割を円滑に果たし、かつ、職場、学校、地域等における活動を行うことができるよう配慮され
なければならない。
５�　男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、
男女共同参画の推進は、国際的な協調のもとに行われなければならない。

　（市の責務）
第�４条　市は、男女共同参画の推進を主要な政策として位置付けるとともに、前条に規定する基
本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積極的改善
措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施しなければならない。

　（市民の役割）
第�５条　市民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野にお
いて、男女共同参画の推進のための取組を積極的に行うとともに、市が実施する男女共同参画
の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

　（事業者の役割）
第�６条　事業者は、社会経済活動における影響力の大きさその他その役割の重大性にかんがみ、
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事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進のための取組を積極
的に行うとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなけ
ればならない。

　（自治組織の役割）
第�７条　自治組織は、地域社会における自治の主たる担い手として重要な役割を果たす存在で
あることにかんがみ、地域活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推
進のための取組を積極的に行うとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に
協力するよう努めなければならない。

　（教育に携わる者の役割）
第�８条　教育に携わる者は、教育が男女共同参画についての適切な理解を深めるために果たす
べき役割の重要性にかんがみ、教育を行うに当たっては、学校、家庭、地域等との連携を図りな
がら、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に配慮するよう努めなければならない。

《 第2章》　男女共同参画の推進を阻害する行為の制限

　（性別による差別的取扱いの禁止）
第�９条　何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別
的取扱いを行ってはならない。

　（配偶者等への暴力等の禁止）
第�10条　何人も、配偶者等に対する暴力、セクシュアル・ハラスメント（性的な言動によって相手
の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手の対応を理由に不利益を与える行為をいう。
以下同じ。）その他男女間において相手方に身体的又は精神的苦痛を与える行為を行ってはな
らない。

《 第3章》　男女共同参画の推進に関する基本的施策等

　（福岡市男女共同参画基本計画）
第�11条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本
的な計画（以下「福岡市男女共同参画基本計画」という。）を策定しなければならない。
２�　福岡市男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　（１）　総合的かつ長期的に講じるべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱
　（２）�　前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実

施するために必要な事項
３�　市長は、福岡市男女共同参画基本計画を策定しようとするときは、福岡市男女共同参画審議
会の意見を聴かなければならない。
４�　市長は、福岡市男女共同参画基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとす
る。
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５　前２項の規定は、福岡市男女共同参画基本計画の変更について準用する。

　（実施状況等の公表）
第�12条　市長は、毎年１回、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況及びその評価について
報告書を作成し、これを公表するものとする。

　（施策の策定等に当たっての配慮）
第�13条　市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに
当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

　（政策の立案及び決定の過程への男女共同参画）
第�14条　市は、政策の立案及び決定の過程における男女共同参画の推進のために、次に掲げる事
項に取り組むものとする。
　（１）�　附属機関その他これに準じる合議制の機関の委員を委嘱し、又は任命する場合には、当

該機関における男女の数の均衡を図るよう努めること。
　（２）�　男女の別なく、職員の能力及び意欲に応じた登用を図るため、女性職員に係る職域の拡

大、能力向上の機会の確保、勤務環境の整備等に努めること。

　（調査研究）
第�15条　市は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施のために、情報の収
集及び分析その他の調査研究を行うものとする。

　（事業者への支援等）
第�16条　市は、事業者に対し、男女共同参画の推進のための積極的な取組を促すため、情報提供
その他の必要な支援を行うものとする。
２�　市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定又は実施に当たって必要があると認める場
合は、事業者に対し、その者の事業に係る男女共同参画の状況を報告することその他必要と認
める協力を求めるものとする。

　（自治組織への支援）
第�17条　市は、自治組織に対し、当該自治組織における方針決定過程への男女共同参画の推進を
図るため必要な支援その他男女共同参画の推進のための支援を行うものとする。

　（市民及び団体への支援）
第�18条　市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民及び団体に対し、当該活動につい
て、情報提供その他の必要な支援を行うものとする。

　（家庭生活における活動と他の活動との両立の支援）
第�19条　市は、男女が共に、子育て、家族の介護等の家庭生活における活動と職場、学校、地域等
における活動とを両立して行うことができるよう、必要な支援に努めるものとする。
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　（性及び妊娠、出産等に関する理解並びに健康の保持に対する支援）
第�20条　市は、男女が対等な関係のもとに、性及び妊娠、出産等に関する事項について互いの理
解を深め、尊重し合うことにより、生涯にわたって健康な生活を営むことができるよう、必要
な支援に努めるものとする。

　（暴力等の防止及び被害者等への支援）
第�21条　市は、配偶者等からの暴力及びセクシュアル・ハラスメントを防止する施策を講じると
ともに、これらの被害を受けた者等に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。

　（相談への対応）
第�22条　市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人
権侵害について、市民等（市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学をする者をいう。以
下同じ。）から相談があった場合は、関係機関との連携のもとに適切な措置を講じるよう努め
るものとする。

　（市民等の理解を深めるための措置）
第�23条　市は、男女共同参画に関する市民等の理解を深めるため、広報、啓発及び教育の充実に
努めるものとする。

　（国際的協調）
第�24条　市は、アジア地域をはじめ海外諸地域の人々との情報交換その他男女共同参画の推進
に関する国際的な相互協力を円滑に進めるために必要な措置を講じるよう努めるものとす
る。

　（拠点施設）
第�25条　福岡市男女共同参画推進センター条例（昭和63年福岡市条例第８号）第１条の規定に
より設置された福岡市男女共同参画推進センターは、市が男女共同参画の推進に関する施策
を実施し、及び市民等による取組を支援するための拠点施設とする。
　（平成17条例99・一部改正）

《 第4章》　施策に対する苦情の処理

　（施策に対する苦情の処理）
第�26条　市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影
響を及ぼすと認められる施策について、市民等から苦情の申出があった場合は、福岡市男女共
同参画審議会の意見を聴いたうえで、必要に応じて、適切な措置を講じるものとする。
２　市長は、前項の申出をした市民等に対し、当該申出に係る意見及び講じた措置の内容を通知
しなければならない。
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《 第5章》　福岡市男女共同参画審議会

　（設置）
第�27条　市長の附属機関として福岡市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

　（所掌事務）
第�28条　審議会は、次に掲げる事務を行う。
　（１）�　市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事

項について調査審議し、その結果を市長に答申すること。
　（２）�　男女共同参画の推進に関し必要と認められる事項について調査審議し、市長に意見を

述べること。
　（３）　前２号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属せられた事務

　（組織及び委員）
第�29条　審議会は、市長が任命する委員20人以内をもって組織する。
２　市長は、委員の一部については、公募に基づいて任命するものとする。
３�　委員のうち男女いずれか一方の委員の数は、審議会の委員の総数の10分の４未満であって
はならない。
４�　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
５�　委員は、再任されることができる。
６�　委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同
様とする。

　（会長）
第�30条　審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
２�　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
３�　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その
職務を代理する。

　（会議）
第31条　審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
２�　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
３�　審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。

　（部会）
第�32条　審議会は、必要に応じて、部会を置くことができる。
２�　部会に属する委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。
３�　部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
４�　部会長は、部会の会務を総理する。
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５�　部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長
があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
６�　審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができ
る。
７�　前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部
会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

《 第6章》　雑　　則

　（委任）
第�33条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附　　則　　抄

　（施行期日）
１�　この条例は、平成16年４月１日から施行する。ただし、第４章及び第５章の規定は、規則で定
める日から施行する。
　（平成16年規則第99号により平成16年10月１日から施行）

　（経過措置）
２�　この条例の施行の際現に策定されている男女共同参画の推進に関する基本的な計画であっ
て、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るためのものは、第11条
第１項の規定により策定された福岡市男女共同参画基本計画とみなす。

　　　　附　則（平成17年３月31日条例第99号）抄
　この条例は、公布の日から施行する。

―――     85     ―――



５　福岡市男女共同参画を推進する条例施行規則
平成16年８月12日規則第１００号

最終改正：平成29年３月30日規則第63号
　（趣旨）
第�１条　この規則は、福岡市男女共同参画を推進する条例（平成16年福岡市条例第５号。以下「条
例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（定義）
第�２条　この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

　（申出の方式）
第�３条　条例第26条第１項の苦情の申出（以下「申出」という。）は、苦情申出書（別記様式）を市長
に提出して行うものとする。

　（苦情申出書受理時の処理）
第�４条　市長は、苦情申出書が提出された場合において当該申出の内容が次のいずれかに該当
するもの以外のものであるときは、当該申出について条例第26条第１項の措置の必要性につ
いての判断（以下「苦情申出に対する判断」という。）を行うものとする。
　（１）　現に住民監査請求がなされている事案に関するもの
　（２）　現に不服申立てがなされている事案に関するもの
　（３）　現に訴訟が裁判所に係属している事案に関するもの
　（４）　現に議会に対して請願がなされている事案に関するもの
２�　申出が不適法であって補正をすることができないものであるとき又は前項各号のいずれか
に該当するときは、市長は、申出人に対し、書面により、その旨及び苦情申出に対する判断を行
わない旨を通知するものとする。
　（平成28規則46・平成29規則63・一部改正）

　（審議会への意見聴取の依頼）
第�５条　市長は、申出が適法であり、かつ、その内容が前条第１項各号に該当しないときは、福岡
市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）に対し、条例第26条第１項の規定に基づき、当
該苦情に対する意見を求めるものとする。
２�　市長が、前項の規定による依頼をするときは、苦情に係る施策の内容及び実施状況並びに苦
情に係る事案の事実経過について調査し、その結果を記載した書面を審議会に送付するもの
とする。この場合において、当該施策が市長以外の執行機関の所管に属するものであるとき
は、市長は、当該執行機関に依頼して必要な調査を行うものとする。
３�　市長は、第１項の規定による依頼をしたときは、申出人に対し、その旨を通知しなければな
らない。

　（申出人の出席等）
第�６条　審議会（審議会が、条例第32条第６項の規定により、当該苦情に対する意見を述べるこ
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とを部会の決議をもって行うこととしたときは、部会。以下次条から第９条までにおいて同
じ。）は、必要があると認めるときは、申出に係る施策に関し、申出人及び申出に係る市の執行
機関（以下「申出人等」という。）並びに関係人の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又
は必要な書類の提出を求めることができる。

　（意見書の提出）
第�７条　申出人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が
意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなけれ
ばならない。

　（意見の陳述）
第�８条　審議会は、申出人等から申立てがあったときは、当該申出人等に口頭で意見を述べる機
会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでな
い。

　（答申書の送付）
第�９条　審議会は、答申書を市長に送付して意見を述べるものとする。
２�　市長は、審議会から答申書が送付された場合において、当該答申書に記載された意見が他の
執行機関と関係があるときは、答申書の写しを当該執行機関に送付するものとする。

　（市長等の措置）
第�10条　市長は、審議会の答申書を受理したときはこれを尊重し、かつ、事案の内容に即して、苦
情申出に対する判断を行う。
２�　条例第26条第１項の市長が行う措置は、施策の変更、施策に関する取扱いの是正、施策に関
する検討その他の措置（当該施策が市長以外の執行機関の所管に属するものであるときは、当
該執行機関に対して適切な措置を講じるよう求める依頼）とする。
３�　市長以外の執行機関は、前項の依頼があったときは、これに対する措置の有無及び講じた措
置があるときはその内容を市長に報告しなければならない。
４�　条例第26条第２項の通知は、書面により行うものとする。
５�　市長は、条例第26条第１項の措置の必要性がないと判断したときも、同条第２項及び前項の
規定の例により、申出人に対しその旨を通知するものとする。
６�　市長は、第３項の規定による報告があったときは、申出人に対しその内容を通知するものと
する。

　（審議会の委員）
第�11条　審議会の委員のうち条例第29条第２項の規定により公募に基づいて任命する委員（以
下「公募委員」という。）以外の委員は、次に掲げる者のうちから任命する。
　（１）　学識経験を有する者
　（２）　地域活動に携わる者
　（３）　事業者
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　（４）　各種団体の関係者
　（５）　その他市長が適当と認める者
２�　公募委員の数は、４人以内とする。

　（関係人の出席等）
第�12条　審議会は、第６条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、関係人の出席を求
めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

　（庶務）
第�13条　審議会の庶務は、市民局男女共同参画部男女共同参画課において処理する。

　（審議会の運営に関する委任）
第�14条　第６条から第９条まで、第12条及び第13条に定めるもののほか、審議会の運営に関し
必要な事項は、審議会の会長が定める。

　（規定外の事項）
第�15条　この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項（審議会の運営に関する事
項を除く。）は、市長が定める。

　　　附　則
この規則は、平成16年10月１日から施行する。
　　　附　則（平成28年３月31日規則第46号）
この規則は、平成28年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成29年３月30日規則第63号）
この規則は、平成29年４月１日から施行する。
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６　男女共同参画社会基本法

（平成十一年六月二十三日法律第七十八号）
最終改正：令和七年六月二十七日法律第八〇号

目　　次

前文
第一章　総則（第一条―第十二条）
第二章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条）
第三章　男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条）
附則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向
けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層
の努力が必要とされている。
　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応
していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ
の個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となって
いる。
　このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する
最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策の推進を図っていくことが重要である。
　ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に
向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画
的に推進するため、この法律を制定する。

《 第一章》　総　　則

　（目的）
第�一条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活
力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を
定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の
形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を
総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

　（定義）
第�二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　一�　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会
のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済
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的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成す
ることをいう。

　二�　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内
において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

　（男女の人権の尊重）
第�三条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別
による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されるこ
とその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

　（社会における制度又は慣行についての配慮）
第�四条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定
的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼ
すことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、
社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限
り中立なものとするように配慮されなければならない。

　（政策等の立案及び決定への共同参画）
第�五条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共
団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確
保されることを旨として、行われなければならない。

　（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第�六条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、
子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円
滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行わ
れなければならない。

　（国際的協調）
第�七条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有しているこ
とにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

　（国の責務）
第�八条　国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下
「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措
置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

　（地方公共団体の責務）
第�九条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施
策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実
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施する責務を有する。

　（国民の責務）
第�十条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ
とり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

　（法制上の措置等）
第�十一条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上
又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

　（年次報告等）
第�十二条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。
２�　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提
出しなければならない。

《 第二章》 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

　（男女共同参画基本計画）
第�十三条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を
図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計
画」という。）を定めなければならない。
２�　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　一�　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
　二�　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計
画的に推進するために必要な事項

３�　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、
閣議の決定を求めなければならない。
４�　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基
本計画を公表しなければならない。
５�　前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。
　（平一一法一六〇・一部改正）

　（都道府県男女共同参画計画等）
第�十四条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共
同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画
計画」という。）を定めなければならない。
２�　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
　一�　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に
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関する施策の大綱
　二�　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３�　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の
区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市
町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。
４�　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又
は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

　（施策の策定等に当たっての配慮）
第�十五条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策
を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

　（国民の理解を深めるための措置）
第�十六条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深める
よう適切な措置を講じなければならない。

　（苦情の処理等）
第�十七条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参
画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及
び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が
侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。

　（連携及び協働の促進）
第�十八条　国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する
施策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働を図ることにより男
女共同参画社会の形成の促進に関する施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの
者の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策
を講ずるように努めるものとする。
２�　地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進す
るための拠点としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものと
する。
　（令七法八〇・追加）

　（人材の確保等）
第�十八条の二　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及
び実施に関する業務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に
関する活動に従事する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努める
ものとする。
　（令七法八〇・追加）
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　（調査研究）
第�十八条の三　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関
する調査研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の
策定及び実施に資する調査研究を推進するように努めるものとする。
　（令七法八〇・旧第十八条繰下・一部改正）

　（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第�十九条　国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関
する活動を支援するため、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものと
する。
　（令七法八〇・追加）

　（国際的協調のための措置）
第�二十条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際
機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進
を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
　（令七法八〇・旧第十九条繰下）

《 第三章》　男女共同参画会議

　（平一一法一〇二・全改）

　（設置）
第�二十一条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。
　（平一一法一〇二・全改）

　（所掌事務）
第�二十二条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
　一�　男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。
　二�　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会
の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。

　三�　前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及
び関係各大臣に対し、意見を述べること。

　四�　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び
政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、
内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

　（平一一法一〇二・全改）
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　（組織）
第�二十三条　会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。
　（平一一法一〇二・全改）

　（議長）
第�二十四条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。
２�　議長は、会務を総理する。
　（平一一法一〇二・全改）

　（議員）
第�二十五条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。
　一�　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
　二�　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命
する者

２�　前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
３�　第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数
の十分の四未満であってはならない。
４�　第一項第二号の議員は、非常勤とする。
　（平一一法一〇二・全改）

　（議員の任期）
第�二十六条　前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任
者の残任期間とする。
２�　前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。
　（平一一法一〇二・全改）

　（資料提出の要求等）
第�二十七条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関
の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な
協力を求めることができる。
２�　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者
以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
　（平一一法一〇二・全改）

　（政令への委任）
第�二十八条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し
必要な事項は、政令で定める。
　（平一一法一〇二・全改）
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附　則　抄

　（施行期日）
第�一条　この法律は、公布の日から施行する。

　（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第�二条　男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。

　（経過措置）
第�三条　前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」とい
う。）第一条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置
かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
２�　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参
画審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会
の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる
者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第四条第二項の規
定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とす
る。
３�　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参
画審議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、
この法律の施行の日に、第二十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同
条第三項の規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

　　　附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇二号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日か
ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　一�　略
　二�　附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条
の規定　公布の日

　（委員等の任期に関する経過措置）
第�二十八条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会
長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他
の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
　一から十まで　略
　十一�　男女共同参画審議会

　（別に定める経過措置）
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第�三十条　第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過
措置は、別に法律で定める。

　　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　一　略

　　　附　則　（令和七年六月二七日法律第八〇号）
　（施行期日）
１�　この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法（令和七年法律第七十九号）の施行の日から
施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

　（政令への委任）
２�　この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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７　政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
（平成三十年五月二十三日法律第二十八号）
最終改正：令和三年六月一六日法律第六七号

　（目的）
第�一条　この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その
他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官
若しくは副知事若しくは副市町村長の職（以下「公選による公職等」という。）にある者として
国又は地方公共団体における政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること
（以下「政治分野における男女共同参画」という。）が、その立案及び決定において多様な国民の
意見が的確に反映されるために一層重要となることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成
十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進につい
て、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、政治
分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、政治
分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民
主政治の発展に寄与することを目的とする。
　（令三法六七・一部改正）

　（基本原則）
第�二条　政治分野における男女共同参画の推進は、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の
議会の議員の選挙において、政党その他の政治団体の候補者の選定の自由、候補者の立候補の
自由その他の政治活動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等となること
を目指して行われるものとする。
２�　政治分野における男女共同参画の推進は、自らの意思によって公選による公職等としての
活動に参画し、又は参画しようとする者に対するこれらの者の間における交流の機会の積極
的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における
制度又は慣行が政治分野における男女共同参画の推進に対して及ぼす影響に配慮して、男女
が、その性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにすることを旨とし
て、行われなければならない。
３�　政治分野における男女共同参画の推進は、男女が、その性別にかかわりなく、相互の協力と
社会の支援の下に、公選による公職等としての活動と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が
可能となることを旨として、行われなければならない。
４�　政治分野における男女共同参画の推進は、政党その他の政治団体が自主的に取り組むほか、
衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が適切
な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組むことにより、行われるものとする。
　（令三法六七・一部改正）

　（国及び地方公共団体の責務）
第�三条　国及び地方公共団体は、前条に定める政治分野における男女共同参画の推進について
の基本原則（次条において単に「基本原則」という。）にのっとり、政党その他の政治団体の政治
活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必
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要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
　（令三法六七・一部改正）

　（政党その他の政治団体の努力）
第�四条　政党その他の政治団体は、基本原則にのっとり、政治分野における男女共同参画の推進
に関し、当該政党その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数に係る目
標の設定、当該政党その他の政治団体に所属する公職の候補者の選定方法の改善、公職の候補
者となるにふさわしい能力を有する人材の育成、当該政党その他の政治団体に所属する公選
による公職等にある者及び公職の候補者についての性的な言動、妊娠又は出産に関する言動
等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決その他の事項について、自主的に取り組むよ
う努めるものとする。
　（令三法六七・一部改正）

　（法制上の措置等）
第�五条　国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策を実施するため必要な法制
上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
　（令三法六七・追加）

　（実態の調査及び情報の収集等）
第�六条　国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、その推進に当
たって障壁となるような社会における制度、慣行、観念その他一切のもの（次項において「社会
的障壁」という。）及び国内外における当該取組の状況について、実態の調査並びに情報の収
集、整理、分析及び提供（同項及び第十一条において「実態の調査及び情報の収集等」という。）
を行うものとする。
２�　地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、当該地
方公共団体における社会的障壁及び当該取組の状況について、実態の調査及び情報の収集等
を行うよう努めるものとする。
　（令三法六七・旧第五条繰下・一部改正）

　（啓発活動）
第�七条　国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進について、国民の関心と
理解を深めるとともに、必要な啓発活動を行うものとする。
　（令三法六七・旧第六条繰下・一部改正）

　（環境整備）
第�八条　国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の拡大をはじめとする公選による公職
等としての活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援する
ための体制の整備その他の政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進
めることができる環境の整備を行うものとする。
　（令三法六七・旧第七条繰下・一部改正）
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　（性的な言動等に起因する問題への対応）
第�九条　国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画の推進に資するよう、公選によ
る公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起
因する問題の発生の防止を図るとともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生
の防止に資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要な施策を講ずるも
のとする。
　（令三法六七・追加）

　（人材の育成等）
第�十条　国及び地方公共団体は、政治分野における男女共同参画が推進されるよう、議会におけ
る審議を体験する機会の提供、公選による公職等としての活動に対する関心を深めこれに必
要な知見を提供する講演会等の開催の推進その他の人材の育成及び活用に資する施策を講ず
るものとする。
　（令三法六七・旧第八条繰下・一部改正）

　（その他の施策）
第�十一条　国及び地方公共団体は、第七条から前条までに定めるもののほか、第六条の規定によ
る実態の調査及び情報の収集等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、政治分野におけ
る男女共同参画の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
　（令三法六七・旧第九条繰下・一部改正）

　　　附　則
　この法律は、公布の日から施行する。

　　　附　則　（令和三年六月一六日法律第六七号）
　この法律は、公布の日から施行する。
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８　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
（平成十三年四月十三日法律第三十一号）
最終改正：令和五年五月一九日法律第三〇号

目　　次

前文

第一章　総則（第一条・第二条）

第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三）

第二章　配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条の四）

第三章　被害者の保護（第六条―第九条の二）

第四章　保護命令（第十条―第二十二条）

第五章　雑則（第二十三条―第二十八条）

第五章の二　補則（第二十八条の二）

第六章　罰則（第二十九条―第三十一条）

附則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平
等の実現に向けた取組が行われている。
　ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわら
ず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多
くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人
の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
　このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を
防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴
力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。
　ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。
　（平一六法六四・一部改正）

《 第一章》　総　　則

　（定義）
第�一条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対
する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準
ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する
暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚
をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受け
る身体に対する暴力等を含むものとする。
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２�　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。
３�　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった
者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
　（平一六法六四・平二五法七二・一部改正）

　（国及び地方公共団体の責務）
第�二条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護（被害者
の自立を支援することを含む。以下同じ。）を図る責務を有する。
　（平一六法六四・令五法三〇・一部改正）

第一章の二　基本方針及び都道府県基本計画等

　（平一六法六四・追加、平一九法一一三・改称）

　（基本方針）
第�二条の二　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条
第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための
施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」と
いう。）を定めなければならない。
２�　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三
項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
　一�　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項
　二�　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項
　三�　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地
方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項

　四�　前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に
関する重要事項

３�　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機
関の長に協議しなければならない。
４�　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ
ならない。
　（平一六法六四・追加、平一九法一一三・令五法三〇・一部改正）

　（都道府県基本計画等）
第�二条の三　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基
本計画」という。）を定めなければならない。
２�　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　一�　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針
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　二�　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項
　三�　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都
道府県、関係地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項

　四�　前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の
実施に関する重要事項

３�　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、
当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する
基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければな
らない。
４�　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したとき
は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
５�　主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のた
めに必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
　（平一六法六四・追加、平一九法一一三・令五法三〇・一部改正）

《 第二章》　配偶者暴力相談支援センター等

　（配偶者暴力相談支援センター）
第�三条　都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支援センターその他の適切な施設にお
いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとす
る。
２�　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セ
ンターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。
３�　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲
げる業務を行うものとする。
　一�　被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は女性相談支援員若しくは相
談を行う機関を紹介すること。

　二�　被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導
を行うこと。

　三�　被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次
号、第六号、第五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保及
び一時保護を行うこと。

　四�　被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関す
る制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ
と。

　五�　第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡そ
の他の援助を行うこと。

　六�　被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調
整その他の援助を行うこと。

４�　前項第三号の一時保護は、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める
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基準を満たす者に委託して行うものとする。
５�　前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理
由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
６�　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。
　（平一六法六四・平一九法一一三・令元法四六・令四法五二・令五法三〇・一部改正）

　（女性相談支援員による相談等）
第��四条　女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。
　（令四法五二・令五法三〇・一部改正）

　（女性自立支援施設における保護）
第�五条　都道府県は、女性自立支援施設において被害者の保護を行うことができる。
　（令四法五二・一部改正）

　（協議会）
第�五条の二　都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機
関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者（第五
項において「関係機関等」という。）により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織するよう努めなけ
ればならない。
２�　市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができる。
３�　協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害
者に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
４�　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなけれ
ばならない。
５�　協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対
し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
　（令五法三〇・追加）

　（秘密保持義務）
第�五条の三　協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知
り得た秘密を漏らしてはならない。
　（令五法三〇・追加）

　（協議会の定める事項）
第�五条の四　前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
　（令五法三〇・追加）

―――     103     ―――



《 第三章》　被害者の保護

　（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第�六条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下
この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援セン
ター又は警察官に通報するよう努めなければならない。
２�　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又
は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター
又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努める
ものとする。
３�　刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規
定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。
４�　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又
は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セン
ター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。
　（平一六法六四・一部改正）

　（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）
第�七条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要
に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の
内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。
　（平一六法六四・一部改正）

　（警察官による被害の防止）
第�八条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭
和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の
法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害
の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

　（警察本部長等の援助）
第�八条の二　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く
方面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの
暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けた
い旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に
対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示
その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。
　（平一六法六四・追加）

　（福祉事務所による自立支援）
第�八条の三　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条に
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おいて「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法
（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第
百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置
を講ずるよう努めなければならない。
　（平一六法六四・追加、平二六法二八・一部改正）

　（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
第�九条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府
県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な
保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
　（平一六法六四・令元法四六・一部改正）

　（苦情の適切かつ迅速な処理）
第�九条の二　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦
情の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。
　（平一六法六四・追加）

《 第四章》　保護命令

　（接近禁止命令等）
第�十条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し
害を加える旨を告知してする脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」という。）を受
けた者に限る。以下この条並びに第十二条第一項第三号及び第四号において同じ。）が、配偶者
（配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消
された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条及び第十二条第一項第二号から第
四号までにおいて同じ。）からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大
な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、
命令の効力が生じた日から起算して一年間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし
ている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきま
とい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならな
いことを命ずるものとする。
２�　前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接近禁止命令」という。）を発する裁判所
又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、
接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの間、被害者に対して次
に掲げる行為をしてはならないことを命ずるものとする。
　一�　面会を要求すること。
　二�　その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこ
と。

　三�　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
　四�　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文書
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を送付し、通信文その他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）
第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。）の
送信元、送信先、通信日時その他の電気通信を行うために必要な情報を含む。以下この条に
おいて「通信文等」という。）をファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送
信等をすること。

　五�　緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、通信文等
をファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。

　六�　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はそ
の知り得る状態に置くこと。

　七�　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
　八�　その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心
を害する文書、図画、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。以下この号において同じ。）に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはそ
の知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若
しくはその知り得る状態に置くこと。

　九�　その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置
情報（地理空間情報活用推進基本法（平成十九年法律第六十三号）第二条第一項第一号に規
定する位置情報をいう。以下この号において同じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装
置で政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。）（同号に規定する行為が
された位置情報記録・送信装置を含む。）により記録され、又は送信される当該位置情報記
録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。

　十�　その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置
情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送
信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。

３�　第一項の場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二
条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子
を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその
同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要が
あると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てによ
り、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算
して一年を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居
を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につき
まとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいして
はならないこと及び当該子に対して前項第二号から第十号までに掲げる行為（同項第五号に
掲げる行為にあっては、電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信す
ることに限る。）をしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であ
るときは、その同意がある場合に限る。
４�　第一項の場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関
係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び
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次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野
又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して
配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、接
近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、
命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日
までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この
項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の
住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるも
のとする。
５�　前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）
の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理
人の同意）がある場合に限り、することができる。
６�　第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為
（電話をかけること及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）をいう。
　一�　電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六
号）第二条第一号に規定する電子メールをいう。）その他のその受信をする者を特定して情
報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこと。

　二�　前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を
利用する方法であって、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。

　（平一六法六四・平一九法一一三・令五法三〇・一部改正）

　（退去等命令）
第�十条の二　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又
は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた
者に限る。以下この条及び第十八条第一項において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対
する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ
れた場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、第十二条第二項第二号及び第十八
条第一項において同じ。）から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体
に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者
に対し、命令の効力が生じた日から起算して二月間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠とし
て使用する建物又は区分建物（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第二十二
号に規定する区分建物をいう。）の所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害
者の申立てがあったときは、六月間）、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去する
こと及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、申立て
の時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
　（令五法三〇・追加）

　（管轄裁判所）
第�十一条　接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下「退去等命令」という。）の申立てに係
る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在
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地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
２�　接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができ
る。
　一�　申立人の住所又は居所の所在地
　二�　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地
３�　退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
　一�　申立人の住所又は居所の所在地
　二�　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地
　（平一六法六四・平一九法一一三・令五法三〇・一部改正）

　（接近禁止命令等の申立て等）
第�十二条　接近禁止命令及び第十条第二項から第四項までの規定による命令の申立ては、次に
掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
　一�　配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況（当該身体に対する暴力等を受けた後に、
被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者から
の身体に対する暴力等を受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの身体に対す
る暴力等を受けた状況を含む。）

　二�　前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、生命又は心身
に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情

　三�　第十条第三項の規定による命令（以下この号並びに第十七条第三項及び第四項において
「三項命令」という。）の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関し
て配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該三項命令を発する必要
があると認めるに足りる申立ての時における事情

　四�　第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に
関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要
があると認めるに足りる申立ての時における事情

　五�　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について
相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる
事項

　　イ�　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
　　ロ�　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
　　ハ�　相談又は求めた援助若しくは保護の内容
　　ニ�　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
２�　退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
　一�　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況（当該身体に対す
る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ
れた場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅
迫を受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力又は生命等に
対する脅迫を受けた状況を含む。）

　二�　前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、生命又

―――     108     ―――



は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情
　三�　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前二号に掲げる事項について
相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる
事項

　　イ�　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
　　ロ�　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
　　ハ�　相談又は求めた援助若しくは保護の内容
　　ニ�　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
３�　前二項の書面（以下「申立書」という。）に第一項第五号イからニまで又は前項第三号イから
ニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第一項第一号から第四号まで又は前
項第一号及び第二号に掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法（明治
四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなければなら
ない。
　（平一六法六四・平一九法一一三・令五法三〇・一部改正）

　（迅速な裁判）
第�十三条　裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの規定による命令及び退去等
命令（以下「保護命令」という。）の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとす
る。
　（平一六法六四・令五法三〇・一部改正）

　（保護命令事件の審理の方法）
第�十四条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、
これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を
達することができない事情があるときは、この限りでない。
２�　申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる
事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の
長に対し、申立人が相談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られ
た措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力
相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。
３�　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属
官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同
項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。
　（平一六法六四・平一九法一一三・令五法三〇・一部改正）

　（期日の呼出し）
第�十四条の二　保護命令に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件につい
て出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
２�　呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日
の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による
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不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を
提出したときは、この限りでない。
　（令五法三〇・追加）

　（公示送達の方法）
第�十四条の三　保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を
保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
　（令五法三〇・追加）

　（電子情報処理組織による申立て等）
第�十四条の四　保護命令に関する手続における申立てその他の申述（以下この条において「申立
て等」という。）のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等（書
面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識すること
ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。）をもっ
てするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの（当該裁
判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。）について
は、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織
（裁判所の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。）
と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
をいう。）を用いてすることができる。
２�　前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものと
して規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなし
て、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
３�　第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
４�　第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等（署名、記名、押
印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。）をするこ
ととされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当
該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置
を講じなければならない。
５�　第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第
一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
６�　第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録
の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするもの
とする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
　（令五法三〇・追加）

　（保護命令の申立てについての決定等）
第�十五条　保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭
弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
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２�　保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の
期日における言渡しによって、その効力を生ずる。
３�　保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又
は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。
４�　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談
し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一
項第五号イからニまで又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載があるとき
は、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載
された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セ
ンターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護
を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。
５�　保護命令は、執行力を有しない。
　（平一六法六四・平一九法一一三・令五法三〇・一部改正）

　（即時抗告）
第�十六条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
２�　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。
３�　即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があ
ることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁
判が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁
判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。
４�　前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる場合において、第十条第二項から第
四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命
じなければならない。
５�　前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
６�　抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、第十条第二項から第四項までの規定
による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならな
い。
７�　前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規
定によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書
記官は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に
通知するものとする。
８�　前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した
場合について準用する。
　（平一六法六四・平一九法一一三・令五法三〇・一部改正）

　（保護命令の取消し）
第�十七条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合
には、当該保護命令を取り消さなければならない。接近禁止命令又は第十条第二項から第四項
までの規定による命令にあっては接近禁止命令が効力を生じた日から起算して三月を経過し
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た日以後において、退去等命令にあっては当該退去等命令が効力を生じた日から起算して二
週間を経過した日以後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの
命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。
２�　前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が前項の規定により当該接近禁止命令
を取り消す場合について準用する。
３�　三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日から起算して六月を経過した日又
は当該三項命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日のいずれか遅い日以後にお
いて、当該三項命令を発した裁判所に対し、第十条第三項に規定する要件を欠くに至ったこと
を理由として、当該三項命令の取消しの申立てをすることができる。
４�　裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消しに係る三項命令の申立てをした者
の意見を聴かなければならない。
５�　第三項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
６�　第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生じない。
７�　第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。
　（平一六法六四・平一九法一一三・令五法三〇・一部改正）

　（退去等命令の再度の申立て）
第�十八条　退去等命令が発せられた後に当該発せられた退去等命令の申立ての理由となった身
体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等命令の再度の申立
てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする
被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の期間までに当該
住居からの転居を完了することができないことその他の退去等命令を再度発する必要がある
と認めるべき事情があるときに限り、退去等命令を発するものとする。ただし、当該退去等命
令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該退
去等命令を発しないことができる。
２�　前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項各号列記
以外の部分中「事項」とあるのは「事項及び第十八条第一項本文の事情」と、同項第三号中「事項
に」とあるのは「事項及び第十八条第一項本文の事情に」と、同条第三項中「事項に」とあるのは
「事項並びに第十八条第一項本文の事情に」とする。
　（平一六法六四・全改、平一九法一一三・令五法三〇・一部改正）

　（事件の記録の閲覧等）
第�十九条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧
若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請
求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは
相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまで
の間は、この限りでない。
第�二十条　削除
　（令五法三〇）
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　（民事訴訟法の準用）
第�二十一条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その
性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第一編から第四編までの規定（同法
第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第
九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三
条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、
第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに
第二百三十二条の二の規定を除く。）を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同
法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの
とする。

第�百十二条第一項本文 前条の規定による措置を開始した

裁判所書記官が送達すべき書類を
保管し、いつでも送達を受けるべ
き者に交付すべき旨の裁判所の掲
示場への掲示を始めた

第百十二条第一項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた

第百十三条

書類又は電磁的記録 書類

記載又は記録 記載

第百十一条の規定による措置を開
始した

裁判所書記官が送達すべき書類を
保管し、いつでも送達を受けるべ
き者に交付すべき旨の裁判所の掲
示場への掲示を始めた

第百三十三条の三第一項

記載され、又は記録された書面又
は電磁的記録 記載された書面

当該書面又は電磁的記録 当該書面

又は電磁的記録その他これに類す
る書面又は電磁的記録 その他これに類する書面

第百五十一条第二項及び第
二百三十一条の二第二項

方法又は最高裁判所規則で定める
電子情報処理組織を使用する方法 方法

第百六十条第一項

最高裁判所規則で定めるところに
より、電子調書（期日又は期日外に
おける手続の方式、内容及び経過
等の記録及び公証をするためにこ
の法律その他の法令の規定により
裁判所書記官が作成する電磁的記
録をいう。以下同じ。）

調書

第百六十条第三項 前項の規定によりファイルに記録
された電子調書の内容に 調書の記載について

第百六十条第四項
第二項の規定によりファイルに記
録された電子調書 調書

当該電子調書 当該調書

第百六十条の二第一項 前条第二項の規定によりファイル
に記録された電子調書の内容 調書の記載

第百六十条の二第二項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して

―――     113     ―――



第二百五条第三項
事項又は前項の規定によりファイ
ルに記録された事項若しくは同項
の記録媒体に記録された事項

事項

第二百十五条第四項
事項又は第二項の規定によりファ
イルに記録された事項若しくは同
項の記録媒体に記録された事項

事項

第二百三十一条の三第二項
若しくは送付し、又は最高裁判所
規則で定める電子情報処理組織を
使用する

又は送付する

第二百六十一条第四項
電子調書 調書

記録しなければ 記載しなければ

（令五法三〇・全改）

（最高裁判所規則）
第�二十二条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁
判所規則で定める。

《 第五章》　雑　　則

　（職務関係者による配慮等）
第�二十三条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項
において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置か
れている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するととも
に、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。
２�　国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関
する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。
　（平一六法六四・一部改正）

　（教育及び啓発）
第�二十四条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるた
めの教育及び啓発に努めるものとする。
　（平一六法六四・一部改正）

　（調査研究の推進等）
第�二十五条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、
加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する
調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。

　（民間の団体に対する援助）
第�二十六条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための
活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

　（都道府県及び市町村の支弁）
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第�二十七条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
　一�　第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要
する費用（次号に掲げる費用を除く。）

　二�　第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援センターが行う一時保護（同条第四項
に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに
伴い必要な事務に要する費用

　三�　第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用
　四�　第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者
に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用

２�　市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用を
支弁しなければならない。
　（平一六法六四・令四法五二・一部改正）

　（国の負担及び補助）
第�二十八条　国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費
用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとす
る。
２�　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができ
る。
　一�　都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げ
るもの

　二�　市町村が前条第二項の規定により支弁した費用
　（令四法五二・一部改正）

《第五章の二》　補　　則

　（平二五法七二・追加）

　（この法律の準用）
第�二十八条の二　第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚
姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相
手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手か
らの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関
係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者につ
いて準用する。この場合において、これらの規定（同条を除く。）中「配偶者からの暴力」とある
のは、「特定関係者からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に
掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第二条
配偶者

第二十八条の二に規定する関係に
ある相手（以下「特定関係者」とい
う。）

被害者 被害者（特定関係者からの暴力を
受けた者をいう。以下同じ。）

第六条第一項 配偶者又は配偶者であった者 特定関係者又は特定関係者であっ
た者

第十条第一項から第四項まで、第
十条の二、第十一条第二項第二号
及び第三項第二号、第十二条第一
項第一号から第四号まで並びに第
二項第一号及び第二号並びに第
十八条第一項

配偶者 特定関係者

第十条第一項、第十条の二並びに
第十二条第一項第一号及び第二項
第一号

離婚をし、又はその婚姻が取り消
された場合

第二十八条の二に規定する関係を
解消した場合

（平二五法七二・追加、令五法三〇・一部改正）

《第六章》　罰　　則

第�二十九条　保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで及び第
十条の二の規定によるものを含む。第三十一条において同じ。）に違反した者は、二年以下の拘
禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
　（平二五法七二・令四法六八・令五法三〇・一部改正）
第�三十条　第三条第五項又は第五条の三の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘
禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
　（令五法三〇・追加）
第�三十一条　第十二条第一項若しくは第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用す
る場合を含む。）又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項若しくは第
二項（第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場
合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の
申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。
　（平一六法六四・平二五法七二・一部改正、令五法三〇・旧第三十条繰下・一部改正）

附　則　抄

　（施行期日）
第�一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第
六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援
センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から
施行する。

　（経過措置）
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第�二条　平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する
暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命
令の申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規
定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談
所」とする。
　（平一六法六四・一部改正）

　（検討）
第�三条　この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況
等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

　　　附　則　（平成一六年六月二日法律第六四号）
　（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

　（経過措置）
第�二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る
同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。
２�　旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身
体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とする
この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新
法」という。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされる
ものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二
月」とあるのは、「二週間」とする。

　（検討）
第�三条　新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案
し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

　　　附　則　（平成一九年七月一一日法律第一一三号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

　（経過措置）
第�二条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する
事件については、なお従前の例による。

　　　附　則　（平成二五年七月三日法律第七二号）　抄
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　（施行期日）
１�　この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

　　　附　則　（平成二六年四月二三日法律第二八号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。
　一�　略
　二�　第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条ま
での規定　平成二十六年十月一日

　　　附　則　（令和元年六月二六日法律第四六号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
　一�　附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定　公布の日

　（その他の経過措置の政令への委任）
第�四条　前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め
る。

　（検討等）
第�八条　政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項
に規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命
令の申立てをすることができる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
２�　政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地
域社会における更生のための指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。

　　　附　則　（令和四年五月二五日法律第五二号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
　一�　次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定　公布の日

　（政令への委任）
第�三十八条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定
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める。
――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四法律六八）
抄

　（罰則の適用等に関する経過措置）
第�四百四十一条　刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改
正法」という。）及びこの法律（以下「刑法等一部改正法等」という。）の施行前にした行為の処罰
については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
２�　刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例に
よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例
によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑（刑法施行法第十九条
第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。）に刑法等一部改正法第二条の規定による改
正前の刑法（明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。）第十二条に規
定する懲役（以下「懲役」という。）、旧刑法第十三条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）又は
旧刑法第十六条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち無期
の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び
短期（刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留
は長期及び短期（刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする拘留とす
る。

　（裁判の効力とその執行に関する経過措置）
第�四百四十二条　懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別
段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

　（人の資格に関する経過措置）
第�四百四十三条　懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の
適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者
と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられ
た者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。
２�　拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとさ
れ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることと
される人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁
錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた
者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

　（経過措置の政令への委任）
第�五百九条　この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、
政令で定める。
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　　　附　則　（令和四年六月一七日法律第六八号）　抄
　（施行期日）
１�　この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。

　（施行日＝令和七年六月一日）
　一�　第五百九条の規定　公布の日

――――――――――

　　　附　則　（令和五年五月一九日法律第三〇号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
　一�　附則第七条の規定　公布の日
　二�　第二十一条の改正規定　民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和四年法律第四十八号。
附則第三条において「民事訴訟法等改正法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行
の日

　（施行の日＝令和六年三月一日）

　（保護命令事件に係る経過措置）
第�二条　この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
（以下「新法」という。）第十条及び第十条の二の規定は、この法律の施行の日（以下この条にお
いて「施行日」という。）以後にされる保護命令の申立てに係る事件について適用し、施行日前
にされた保護命令の申立てに係る事件については、なお従前の例による。
２�　新法第十一条第二項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に
される保護命令の申立てについて適用し、施行日前にされた保護命令の申立てについては、な
お従前の例による。
３�　新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する再度の申立てに係る事
件について適用し、施行日前にされた同項に規定する再度の申立てに係る事件については、な
お従前の例による。

　（民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の経過措置）
第�三条　新法第十四条の二から第十四条の四までの規定は、民事訴訟法等改正法の施行の日の
前日までの間は、適用しない。
２�　附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から民事訴訟法等改正法の施行の日の前日ま
での間における新法第二十一条の規定の適用については、同条中「第七十一条第二項、第
九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二
項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六
項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、
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第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の
規定を除く。）を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「第
八十七条の二の規定を除く。）を準用する」とする。

　（罰則の適用に関する経過措置）
第�四条　刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号）の施行の日（以下この条にお
いて「刑法施行日」という。）の前日までの間における新法第三十条の規定の適用については、
同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為
に対する同条の規定の適用についても、同様とする。

　（政令への委任）
第�七条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経
過措置を含む。）は、政令で定める。

　（検討）
第�八条　政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、
必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。

――――――――――
○民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する
法律（令和五法律五三）抄

　（政令への委任）
第�三百八十八条　この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令
で定める。

　　　附　則　（令和五年六月一四日法律第五三号）　抄
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す
る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　一�　第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定　公布の日
　二�　第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第
二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定（「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録さ
れている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。）、同法第九十一条第一項第
三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正
規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及
び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条及び第
三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第
三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定（民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四
項の改正規定を除く。）、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条
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第三項の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律
第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条
の規定　公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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９　困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
（令和四年五月二十五日法律第五十二号）

目　　次

目次

第一章　総則（第一条―第六条）

第二章　基本方針及び都道府県基本計画等（第七条・第八条）

第三章　女性相談支援センターによる支援等（第九条―第十五条）

第四章　雑則（第十六条―第二十二条）

第五章　罰則（第二十三条）

附則

《 第一章》　総　　則

　（目的）
第�一条　この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々
な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図
るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問
題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心し
て、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

　（定義）
第�二条　この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会
との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を
抱える女性（そのおそれのある女性を含む。）をいう。

　（基本理念）
第�三条　困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、次に掲げる事項を基本理念として
行われなければならない。
　一�　女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑化していることを踏
まえ、困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及び
その背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その福祉
が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立して生活するため
の援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。

　二�　困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期から切
れ目なく実施されるようにすること。

　三�　人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。
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　（国及び地方公共団体の責務）
第四条　国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援
のために必要な施策を講ずる責務を有する。

　（関連施策の活用）
第�五条　国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当
たっては、必要に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策
の活用が図られるよう努めなければならない。

　（緊密な連携）
第�六条　国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当
たっては、関係地方公共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に基づく支援
を行う機関と福祉事務所（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に規定する福祉に関す
る事務所をいう。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）
第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医療機関、職業紹介機関（労働施策の
総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年
法律第百三十二号）第二条に規定する職業紹介機関をいう。）、職業訓練機関、教育機関、都道府
県警察、日本司法支援センター（総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号）第十三条に規定
する日本司法支援センターをいう。）、配偶者暴力相談支援センター（配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護等に関する法律（平成十三年法律第三十一号）第三条第一項に規定する配偶
者暴力相談支援センターをいう。）その他の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しな
ければならない。

《 第二章》　基本方針及び都道府県基本計画等

　（基本方針）
第�七条　厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方
針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
２�　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三
項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
　一�　困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項
　二�　困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項
　三�　その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項
３�　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行
政機関の長に協議しなければならない。
４�　厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。

　（都道府県基本計画等）
第�八条　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支
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援のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」とい
う。）を定めなければならない。
２�　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　一�　困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針
　二�　困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内容に関する事項
　三�　その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項
３�　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、
当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な
計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。
４�　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したとき
は、遅滞なく、これを公表しなければならない。
５�　厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成
のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

《 第三章》　女性相談支援センターによる支援等

　（女性相談支援センター）
第�九条　都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。
２�　地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下
「指定都市」という。）は、女性相談支援センターを設置することができる。
３�　女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性への支援に関し、主として次に掲げる業
務を行うものとする。
　一�　困難な問題を抱える女性に関する各般の問題について、困難な問題を抱える女性の立場
に立って相談に応ずること又は第十一条第一項に規定する女性相談支援員若しくは相談を
行う機関を紹介すること。

　二�　困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあって
は、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族。次号から第五号まで及び第十二条第一
項において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。

　三�　困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図るため、医学的又は心理学的な援助そ
の他の必要な援助を行うこと。

　四�　困難な問題を抱える女性が自立して生活することを促進するため、就労の支援、住宅の確
保、援護、児童の保育等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連
絡調整その他の援助を行うこと。

　五�　困難な問題を抱える女性が居住して保護を受けることができる施設の利用について、情
報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

４�　女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、その支援の対象となる者の抱えて
いる問題及びその背景、心身の状況等を適切に把握した上で、その者の意向を踏まえながら、
最適な支援を行うものとする。
５�　女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置く。
６�　女性相談支援センターには、第三項第二号の一時保護を行う施設を設けなければならない。
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７�　第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働
省令で定める場合に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を
満たす者に委託して行うものとする。
８�　前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった
者は、正当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな
い。
９�　第三項第二号の一時保護に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を同伴する場
合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習に関する支援が行われるものとする。
10�　女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、困難な問題を抱える
女性への支援に関する活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。

11�　前各項に定めるもののほか、女性相談支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

　（女性相談支援センターの所長による報告等）
第�十条　女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱える女性であって配偶者のないもの
又はこれに準ずる事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法第六条
の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同法第二十三条第二項に規定する
母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該妊産婦等生活援助事業の実
施又は当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知しなければな
らない。
　（令四法六六（令四法五二）・一部改正）

　（女性相談支援員）
第�十一条　都道府県（女性相談支援センターを設置する指定都市を含む。第二十条第一項（第四
号から第六号までを除く。）並びに第二十二条第一項及び第二項第一号において同じ。）は、困
難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的
技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員（以下「女性相談支援員」という。）を置
くものとする。
２�　市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市を除く。第二十条第二項及び第二十二条
第二項第二号において同じ。）は、女性相談支援員を置くよう努めるものとする。
３�　女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行うのに必要な能力及び専門的な知識経
験を有する人材の登用に特に配慮しなければならない。

　（女性自立支援施設）
第�十二条　都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その
心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のた
めにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと（以下「自
立支援」という。）を目的とする施設（以下「女性自立支援施設」という。）を設置することができ
る。
２�　都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、その対象となる者の意向を踏まえなが
ら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行うことができる。
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３�　女性自立支援施設における自立支援に当たっては、その対象となる者が監護すべき児童を
同伴する場合には、当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に関する支援が行わ
れるものとする。

　（民間の団体との協働による支援）
第�十三条　都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協
働して、その自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しなが
ら、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労働省
令で定める方法により、その発見、相談その他の支援に関する業務を行うものとする。
２�　市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体と協働して、そ
の自主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留意しながら、前項の
業務を行うことができる。

　（民生委員等の協力）
第�十四条　民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、児童福祉法に定め
る児童委員、人権擁護委員法（昭和二十四年法律第百三十九号）に定める人権擁護委員、保護司
法（昭和二十五年法律第二百四号）に定める保護司及び更生保護事業法（平成七年法律第
八十六号）に定める更生保護事業を営む者は、この法律の施行に関し、女性相談支援センター
及び女性相談支援員に協力するものとする。

　（支援調整会議）
第�十五条　地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ
円滑に行うため、関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定による委託を受けた者、
困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える女
性への支援に従事する者その他の関係者（以下この条において「関係機関等」という。）により
構成される会議（以下この条において「支援調整会議」という。）を組織するよう努めるものと
する。
２�　支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うために必要な情
報の交換を行うとともに、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協議を行うもの
とする。
３�　支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき
は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることがで
きる。
４�　関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものと
する。
５�　次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者
は、正当な理由がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
　一�　国又は地方公共団体の機関　当該機関の職員又は職員であった者
　二�　法人　当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者
　三�　前二号に掲げる者以外の者　支援調整会議を構成する者又は当該者であった者
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６�　前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援調整会
議が定める。

《 第四章》　雑　　則

　（教育及び啓発）
第�十六条　国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難な問題を抱える女性への支援に関し
国民の関心と理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
２�　国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人であることについての意識の涵養に資
する教育及び啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に基づく支援を適切に
受けることができるようにするための教育及び啓発に努めるものとする。

　（調査研究の推進）
第�十七条　国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支
援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるもの
とする。

　（人材の確保等）
第�十八条　国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に従事する者の適切な処
遇の確保のための措置、研修の実施その他の措置を講ずることにより、困難な問題を抱える女
性への支援に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図るよう努めるものとする。

　（民間の団体に対する援助）
第�十九条　国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間
の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。

　（都道府県及び市町村の支弁）
第�二十条　都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援センターを設置する指定都市にあって
は、第一号から第三号までに掲げる費用に限る。）を支弁しなければならない。
　一�　女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げる費用を除く。）
　二�　女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号の一時保護（同条第七項に規定する厚
生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事
務に要する費用

　三�　都道府県が置く女性相談支援員に要する費用
　四�　都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用
　五�　都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場
合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用

　六�　第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う困難
な問題を抱える女性への支援に要する費用

２�　市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用を支弁しなければならない。
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３�　市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら行い、又は民間の団体に委託して行う
困難な問題を抱える女性への支援に要する費用を支弁しなければならない。

　（都道府県等の補助）
第�二十一条　都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立支援施設の設備に要する費用の四
分の三以内を補助することができる。
２�　都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二項の規定に基づく業務を行うに当たって、
法令及び予算の範囲内において、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間
の団体の当該活動に要する費用（前条第一項第六号の委託及び同条第三項の委託に係る委託
費の対象となる費用を除く。）の全部又は一部を補助することができる。

　（国の負担及び補助）
第�二十二条　国は、政令で定めるところにより、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁し
た費用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するもの
とする。
２�　国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。
　一�　都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第五号に
掲げるもの（女性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、同項第三号に掲げるも
のに限る。）

　二�　市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費用
３�　国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち
同項第六号に掲げるもの及び市町村が同条第三項の規定により支弁した費用並びに都道府県
及び市町村が前条第二項の規定により補助した金額の全部又は一部を補助することができ
る。

《 第五章》　罰　　則

第�二十三条　第九条第八項又は第十五条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以
下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

附　則　抄

　（施行期日）
第�一条　この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
　一�　次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定　公布の日
　二�　附則第三十四条の規定　この法律の公布の日又は児童福祉法等の一部を改正する法律
（令和四年法律第六十六号）の公布の日のいずれか遅い日

　（児童福祉法等の一部を改正する法律の公布の日＝令和四年六月一五日）
　三�　略
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　四�　附則第三十六条の規定　この法律の公布の日又は刑法等の一部を改正する法律の施行に
伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四年法律第六十八号）の公布の日のいずれか遅い
日

　（刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の公布の日＝令
和四年六月一七日）

　（検討）
第�二条　政府は、この法律の公布後三年を目途として、この法律に基づく支援を受ける者の権利
を擁護する仕組みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組みの構築について
検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
２�　政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の
状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず
るものとする。

　（準備行為）
第�三条　厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第七条第
一項から第三項までの規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、
厚生労働大臣は、同条第四項の規定の例により、これを公表することができる。
２�　前項の規定により定められ、公表された基本方針は、施行日において、第七条第一項から第
三項までの規定により定められ、同条第四項の規定により公表された基本方針とみなす。

　（婦人補導院法の廃止）
第�十条　婦人補導院法は、廃止する。

　（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置）
第�十一条　旧婦人補導院法第十二条の規定による手当金の支給及び旧婦人補導院法第十九条の
規定による遺留金品の措置については、なお従前の例による。この場合において、これらに関
する事務は、法務省令で定める法務省の職員が行うものとする。

　（政令への委任）
第�三十八条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定
める。

　　　附　則　（令和四年六月一五日法律第六六号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
　一�　附則第七条、第八条及び第十七条の規定　公布の日

　（罰則に関する経過措置）
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第�十六条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　（政令への委任）
第�十七条　附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。

――――――――――
○�刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四法律六八）
抄

　（経過措置の政令への委任）
第�五百九条　この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、
政令で定める。

　　　附　則　（令和四年六月一七日法律第六八号）　抄
　（施行期日）
１�　この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。

　（施行日＝令和七年六月一日）
　一�　第五百九条の規定　公布の日

――――――――――
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10　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
（平成二十七年九月四日法律第六十四号）
最終改正：令和七年六月一一日法律第六三号

目　　次

目次

第一章　総則（第一条―第四条）

第二章　基本方針等（第五条・第六条）

第三章　事業主行動計画等

　第一節　事業主行動計画策定指針（第七条）

　第二節　一般事業主行動計画等（第八条―第十八条）

　第三節　特定事業主行動計画（第十九条）

　第四節　女性の職業選択に資する情報の公表（第二十条・第二十一条）

第四章　�女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置�
（第二十二条―第二十九条）

第五章　雑則（第三十条―第三十三条）

第六章　罰則（第三十四条―第三十九条）

附則

《 第一章》　総　　則

　（目的）
第�一条　この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその
個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における
活躍」という。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法
律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基
本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針
及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等に
ついて定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男
女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済
情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

　（基本原則）
第�二条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の
実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教
育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びそ
の活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職
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業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健康上の特性に留意して、
その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。
２�　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護
その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活
に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、
相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一
員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等
により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、
行われなければならない。
３�　女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に
関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。
　（令七法六三・一部改正）

　（国及び地方公共団体の責務）
第�三条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての
基本原則（次条及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活に
おける活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

　（事業主の責務）
第�四条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対す
る職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に
資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施
するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推
進に関する施策に協力しなければならない。

《 第二章》　基本方針等

　（基本方針）
第�五条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合
的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下
「基本方針」という。）を定めなければならない。
２�　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　一�　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向
　二�　事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する基本的な
事項

　三�　女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次に掲げる事項
　　イ�　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関する事項
　　ロ�　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に関する事項
　　ハ�　職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために

必要な措置に関する事項
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　　ニ�　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する重要事項
　四�　前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を推進するために必要な事項
３�　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
４�　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表
しなければならない。
５�　前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
　（令七法六三・一部改正）

　（都道府県推進計画等）
第�六条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」とい
う。）を定めるよう努めるものとする。
２�　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推
進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関す
る施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものと
する。
３�　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したとき
は、遅滞なく、これを公表しなければならない。

《 第三章》　事業主行動計画等

第�一節　事業主行動計画策定指針
第�七条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基本方針に即して、次条
第一項に規定する一般事業主行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行動計画
（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策
定指針」という。）を定めなければならない。
２�　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事業主行動計画の指針となる
べきものを定めるものとする。
　一�　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
　二�　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項
　三�　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項
３�　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変更し
たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
　（令元法二四・一部改正）

第二節　一般事業主行動計画等
　（令元法二四・改称）

　（一般事業主行動計画の策定等）
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第�八条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という。）であって、常時雇用する
労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画
（一般事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をい
う。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければ
ならない。これを変更したときも、同様とする。
２�　一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　一�　計画期間
　二�　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
　三�　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施
時期

３�　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするとき
は、厚生労働省令で定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の
継続勤務年数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合そ
の他のその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生
活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し
て、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する
労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理
的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければ
ならない。
４�　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労
働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならな
い。
５�　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又は変更したときは、厚生労
働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
６�　第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、一
般事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努めなければならない。
７�　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人以下のものは、事業主行動計画策定指
針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
に届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様とする。
８�　第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更しよう
とする場合について、第四項から第六項までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業
主行動計画を定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。
　（令元法二四・一部改正）

　（基準に適合する一般事業主の認定）
第�九条　厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定による届出をした一般事業主からの申
請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであることその他
の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
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　（認定一般事業主の表示等）
第�十条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供
の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働
省令で定めるもの（次項及び第十四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣の定
める表示を付することができる。
２�　何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示
を付してはならない。
　（令元法二四・一部改正）

　（認定の取消し）
第�十一条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条の
認定を取り消すことができる。
　一�　第九条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
　二�　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
　三�　不正の手段により第九条の認定を受けたとき。
（基準に適合する認定一般事業主の認定）
第�十二条　厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところ
により、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、当該
事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定
められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関
する法律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条第一項の規定に基づき講じている措置に関
する情報を公表していること、同法第十九条に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）第
二十九条に規定する業務を担当する者を選任していること、当該女性の職業生活における活
躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであることその他の厚生労働省令で定
める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
　（令元法二四・追加）

　（特例認定一般事業主の特例等）
第�十三条　前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認定一般事業主」という。）については、第
八条第一項及び第七項の規定は、適用しない。
２�　特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、女性の
職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなければならない。
　（令元法二四・追加）

　（特例認定一般事業主の表示等）
第�十四条　特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
２�　第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。
　（令元法二四・追加）
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　（特例認定一般事業主の認定の取消し）
第�十五条　厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第
十二条の認定を取り消すことができる。
　一�　第十一条の規定により第九条の認定を取り消すとき。
　二�　第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
　三�　第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
　四�　前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
　五�　不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。
　（令元法二四・追加）

　（委託募集の特例等）
第�十六条　承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業主であって、常時雇用する
労働者の数が三百人以下のものをいう。以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小
事業主団体をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要な労働
者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しよ
うとするときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項及び第三項
の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
２�　この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他
の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
又は一般社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定める
要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うも
のであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚
生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。
３�　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認める
ときは、同項の承認を取り消すことができる。
４�　承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で
定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚
生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
５�　職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法
第五条の三第一項及び第四項、第五条の四第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、第
四十一条第二項、第四十二条、第四十八条の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第
二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者につ
いて、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対す
る報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同
条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第
三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようと
する者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあ
るのは「期間」と読み替えるものとする。
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６�　職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六
条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする
者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定す
る募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年
法律第六十四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同
項に」とあるのは「次項に」とする。
７�　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報
告を求めることができる。

　（平二九法一四・一部改正、令元法二四・旧第十二条繰下・一部改正、令四法一二・一部改正）
第�十七条　公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承
認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これ
らに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適
切な実施を図るものとする。
　（令元法二四・旧第十三条繰下）

　（一般事業主に対する国の援助）
第�十八条　国は、第八条第一項若しくは第七項の規定により一般事業主行動計画を策定しよう
とする一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動
計画の策定、労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実
施されるように相談その他の援助の実施に努めるものとする。
　（令元法二四・旧第十四条繰下）

第三節　特定事業主行動計画
第�十九条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下
「特定事業主」という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特
定事業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
に関する計画をいう。以下この条において同じ。）を定めなければならない。
２�　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　一�　計画期間
　二�　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標
　三�　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容及びその実施
時期

３�　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変更（内閣府令で定める軽微な変更を
除く。）をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職
員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性
職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を
把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上
で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標
については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割
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合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に
定めなければならない。
４�　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変更（前項の内閣府令で定める軽微な
変更を除く。）をしたときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければな
らない。
５�　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変更をしたときは、遅滞なく、これを公
表しなければならない。
６�　特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表
しなければならない。
７�　特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとともに、特定事業主行動計画
に定められた目標を達成するよう努めなければならない。

　（令元法二四・旧第十五条繰下）

第四節　女性の職業選択に資する情報の公表
　（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第�二十条　第八条第一項に規定する一般事業主（常時雇用する労働者の数が三百人を超えるも
のに限る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性
の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げ
る情報を定期的に公表しなければならない。
　一�　その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異
　二�　その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合
　三�　前二号に掲げるもののほか、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業
生活に関する機会の提供に関する実績

　四�　その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
２�　第八条第一項に規定する一般事業主（前項に規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令
で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、そ
の事業における女性の職業生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表しなけ
ればならない。
　一　前項第一号及び第二号に掲げる情報
　二　前項第三号に掲げる情報又は同項第四号に掲げる情報の少なくともいずれか一方
３�　第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営
み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活におけ
る活躍に関する第一項各号に掲げる情報のうち少なくとも一の情報を定期的に公表するよう
努めなければならない。
　（令元法二四・旧第十六条繰下・一部改正）

　（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第�二十一条　特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとす
る女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に
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関する次に掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
　一�　その任用する職員の男女の給与の額の差異
　二�　その任用する管理的地位にある職員に占める女性職員の割合
　三�　前二号に掲げるもののほか、その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に
関する機会の提供に関する実績

　四�　その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績
　（令元法二四・旧第十七条繰下・一部改正）

《 第四章》 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

　（職業指導等の措置等）
第�二十二条　国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業指導、職業紹介、職業訓
練、創業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
２�　地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、前項の措置と相まって、職
業生活を営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機
関の紹介その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
３�　地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その事務を適切に実施すること
ができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委託することができる。
４�　前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従事していた者は、正当な
理由なく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
　（令元法二四・旧第十八条繰下）

　（財政上の措置等）
第�二十三条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公共団体の施策を支援す
るために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
　（令元法二四・旧第十九条繰下）

　（国等からの受注機会の増大）
第�二十四条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興
開発金融公庫その他の特別の法律によって設立された法人であって政令で定めるものをい
う。）の役務又は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認
定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項において「認定一般事業主
等」という。）の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。
２�　地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の機会の増大その他の必要な
施策を実施するように努めるものとする。
　（令元法二四・旧第二十条繰下・一部改正）

　（啓発活動）
第�二十五条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推進について、国民の関心
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と理解を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものとする。
　（令元法二四・旧第二十一条繰下）

　（情報の収集、整理及び提供）
第�二十六条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資するよう、国内外にお
ける女性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を
行うものとする。
　（令元法二四・旧第二十二条繰下）

　（協議会）
第�二十七条　当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する事
務及び事業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機関」という。）は、第
二十二条第一項の規定により国が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団体が講
ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用するこ
とにより、当該区域において女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ
円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」という。）
を組織することができる。
２�　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内において第二十二条第三項の規
定による事務の委託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の構成員として加
えるものとする。
３�　協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員
として加えることができる。
　一�　一般事業主の団体又はその連合団体
　二�　学識経験者
　三�　その他当該関係機関が必要と認める者
４�　協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項において「関係機関等」という。）が相互
の連絡を図ることにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機
関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍の推
進に関する取組について協議を行うものとする。
５�　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨
を公表しなければならない。
　（令元法二四・旧第二十三条繰下・一部改正）

　（秘密保持義務）
第�二十八条　協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由な
く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
　（令元法二四・旧第二十四条繰下）

　（協議会の定める事項）
第�二十九条　前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が
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定める。
　（令元法二四・旧第二十五条繰下）

《 第五章》　雑　　則

　（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第�三十条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、第八条第一項に
規定する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である同条第七項に規
定する一般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
　（令元法二四・旧第二十六条繰下・一部改正）

　（公表）
第�三十一条　厚生労働大臣は、第二十条第一項若しくは第二項の規定による公表をせず、若しく
は虚偽の公表をした第八条第一項に規定する一般事業主又は第二十条第三項に規定する情報
に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主である第八条第七項に
規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者
がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
　（令元法二四・追加・一部改正）

　（権限の委任）
第�三十二条　第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条に規定
する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局
長に委任することができる。
　（令元法二四・旧第二十七条繰下・一部改正）

　（政令への委任）
第�三十三条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定め
る。
　（令元法二四・旧第二十八条繰下）

《 第六章》　罰　　　則

第�三十四条　第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務
の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以
下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
　（令元法二四・旧第二十九条繰下・一部改正、令四法六八・一部改正）

第�三十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
に処する。
　一�　第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者

―――     142     ―――



　二�　第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者
　（令元法二四・旧第三十条繰下・一部改正、令四法六八・一部改正）

第�三十六条　次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘
禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
　一�　第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。
　二�　第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わ
なかったとき。

　三�　第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した
とき。

　（令元法二四・旧第三十一条繰下・一部改正、令四法六八・一部改正）

第�三十七条　次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下
の罰金に処する。
　一�　第十条第二項（第十四条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
　二�　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をしたとき。

　三�　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しく
は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若し
くは虚偽の陳述をしたとき。

四�　第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏
らしたとき。
　（平二九法一四・一部改正、令元法二四・旧第三十二条繰下・一部改正）

第�三十八条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務に関し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰す
るほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
　（令元法二四・旧第三十三条繰下・一部改正）

第�三十九条　第三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過
料に処する。
　（令元法二四・旧第三十四条繰下・一部改正）

附　則　抄

　（施行期日）
第�一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第二十八
条を除く。）及び第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四
月一日から施行する。
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　（この法律の失効）
第�二条　この法律は、令和十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
２�　第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従事していた者の当該事務に関して知り
得た秘密については、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわら
ず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
３�　協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密については、第二十八条
の規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお
その効力を有する。
４�　この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定に
かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
　（令元法二四・令七法六三・一部改正）

　（政令への委任）
第�三条　前条第二項から第四項までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過
措置は、政令で定める。

　（検討）
第�四条　政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案
し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必
要な措置を講ずるものとする。

　　　附　則　（平成二九年三月三一日法律第一四号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。
　一�　第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定
　公布の日

　二及び三　略
　四�　第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第
七十六条第二項及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一項の改正規定並びに同条
第三項の改正規定（「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、第四条の規定
並びに第七条中育児・介護休業法第五十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正規
定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中国家公務員退職手
当法（昭和二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二
項及び第十七条の規定、附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十九条中
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条第三項
の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設
労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法律第三十三号）第三十条第一項の表第
四条第八項の項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及
び第五十一条の項及び第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第
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二十一条、第二十二条、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第
三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定　平成三十年一月一日

　（罰則に関する経過措置）
第�三十四条　この法律（附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした
行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　（その他の経過措置の政令への委任）
第�三十五条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で
定める。

　　　附　則　（令和元年六月五日法律第二四号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　（令和元年政令第一七四号で令和二年六月一日から施行）
　一�　第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関
する法律第四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定　公布の日

　二�　第二条の規定　公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
　（令和元年政令第一七四号で令和四年四月一日から施行）

　（罰則に関する経過措置）
第�五条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）
第�六条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め
る。

　（検討）
第�七条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定
の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措
置を講ずるものとする。

　　　附　則　（令和四年三月三一日法律第一二号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。
　一�　第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第
二十八条の規定　公布の日

　二�　略
　三�　第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定
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（第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定（「第四十八条」を「第四十七
条の三」に改める部分に限る。）、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第
四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。）並びに第三条の規定（職業能力開発促進法
第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改
正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。）並びに次条並びに附則第五条、
第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、
附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和四十五年法律第九十八号）第四条
第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定（「、第十一条中「公共職業
安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安
定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除
く。）並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規
定　令和四年十月一日

　（政令への委任）
第�二十八条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定
める。

――――――――――
○�刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和四法律六八）
抄

　（罰則の適用等に関する経過措置）
第�四百四十一条　刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改
正法」という。）及びこの法律（以下「刑法等一部改正法等」という。）の施行前にした行為の処罰
については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
２�　刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例に
よることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例
によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑（刑法施行法第十九条
第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。）に刑法等一部改正法第二条の規定による改
正前の刑法（明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。）第十二条に規
定する懲役（以下「懲役」という。）、旧刑法第十三条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）又は
旧刑法第十六条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち無期
の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び
短期（刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留
は長期及び短期（刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。）を同じくする拘留とす
る。

　（裁判の効力とその執行に関する経過措置）
第�四百四十二条　懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別
段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

―――     146     ―――



　（人の資格に関する経過措置）
第�四百四十三条　懲役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の資格に関する法令の規定の
適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者
と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられ
た者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。
２�　拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の規定によりなお従前の例によることとさ
れ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることと
される人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁
錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた
者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

　（経過措置の政令への委任）
第�五百九条　この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、
政令で定める。

　　　附　則　（令和四年六月一七日法律第六八号）　抄
　（施行期日）
１�　この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
各号に定める日から施行する。

　（施行日＝令和七年六月一日）
　一�　第五百九条の規定　公布の日

――――――――――

　　　附　則　（令和七年六月一一日法律第六三号）　抄
　（施行期日）
第�一条　この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　一�　第一条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関
する法律第四条に一項を加える改正規定及び同法第三十八条第一項の改正規定（「及び第二
項」を「、第二項及び第四項」に改める部分に限る。）、第三条中雇用の分野における男女の均
等な機会及び待遇の確保等に関する法律附則第二項（見出しを含む。）の改正規定（「令和八
年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改める部分に限る。）並びに第四条中女性
の職業生活における活躍の推進に関する法律第二条第一項の改正規定、同法第五条第二項
第三号の改正規定及び同法附則第二条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第
七条、第八条の二及び第十六条の規定　公布の日

　二�　第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第四条の規定（同号に掲げる改正規定
及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十二条の改正規定を除く。）並びに
附則第六条の規定及び附則第十三条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

―――     147     ―――



の保護等に関する法律（昭和六十年法律第八十八号）第四十七条の四の改正規定（「昭和
四十一年法律第百三十二号）」の下に「第二十七条の三第一項、」を加える部分に限る。）　令
和八年四月一日

　（女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置）
第�六条　第四条の規定（附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律第二十条第一項及び第二項の規定は、同号に掲げる
規定の施行の日以後に終了する事業年度の翌事業年度において行われる同条第一項及び第二
項の規定による情報の公表から適用する。

　（政令への委任）
第�七条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定め
る。

　（検討）
第�八条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれ
ぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に
基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第�八条の二　政府は、特定受託事業者（特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令
和五年法律第二十五号）第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下この条において
同じ。）が受けた業務委託（同法第二条第三項に規定する業務委託をいう。）に係る業務におい
て行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該業務に関係を有する者の言動で
あって、当該特定受託事業者に係る特定受託業務従事者（同条第二項に規定する特定受託業務
従事者をいう。以下この条において同じ。）が従事する業務の性質その他の事情に照らして社
会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特定受託業務従事者の就業環境が害される
ことのないようにするための施策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果
に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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11　男女共同参画の推進に関する施策等に対する苦情の処理

　福岡市男女共同参画を推進する条例では、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や
男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について市民等から苦情の申出があった
場合は、福岡市男女共同参画審議会の意見を聴いて適切な措置を講じることとしています。

福岡市男女共同参画審議会 

①苦情申出書の提出 

②苦情の対象となった施策に関する現状確認  

④講じるべき措置等について検討　※必要に応じ追加調査 

⑥措   置 

⑤意　見 

⑦措置内容等を通知 

⑧
公 

表 

・福岡市が実施する男女共同参画の推進に関する施策についての苦情 
・福岡市が実施する男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情 

③意見を求める 

手続の流れ 

市　長（受付窓口：市民局男女共同参画課）

市　民　等（通勤・通学者を含む） 

根拠
　福岡市男女共同参画を推進する条例（平成16年福岡市条例第5号）

（施策に対する苦情の処理）
第�26条　市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推
進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民等から苦情の申出があった場合は、
福岡市男女共同参画審議会の意見を聴いたうえで、必要に応じて、適切な措置を講じる
ものとする。
2　�市長は、前項の申出をした市民等に対し、当該申出に係る意見及び講じた措置の内容
を通知しなければならない。

適用を除外する申出  （福岡市男女共同参画を推進する条例施行規則第4条）
　（1）現に住民監査請求がなされている事案に関するもの
　（2）現に不服申し立てがなされている事案に関するもの
　（3）現に訴訟が裁判所に係属している事案に関するもの
　（4）現に議会に対して請願がなされている事案に関するもの
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12　用語解説（五十音順）
【あ】

アウトリーチ
　生活上の課題を抱えながらも自ら支援にアクセスすることが困難な方に対し、訪問や同行、当
事者が出向きやすい場所での相談の実施、ニーズ発見の仕組みづくり、当事者との関係づくりな
どさまざまな手段を通じて、支援につながるよう積極的に働きかける取組み。

アンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）
　人が気づかないうちに持つようになった偏った見方や考え方のこと。「男性は理系、女性は文
系」「子育て中の女性に重要な仕事は無理だ」などの決めつけが一例として挙げられる。アンコン
シャス・バイアスの存在が、意思決定や評価に影響を与えることが指摘されている。

育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する
法律）（平成3（1991）年「育児休業法」公布、平成7（1995）年「育児・介護休業法」に改正）
　育児や家族介護を行う労働者の仕事と家庭の両立支援のために定められた法律。労働者が育
児休業、介護休業や子の看護休暇等の申出をしたこと、あるいは取得したことを理由とする解
雇、その他不利益な取扱いも禁止されている。

NPO（Nonprofit Organization : 非営利団体）
　利益追求のためではなく、社会的な使命（ミッション）の実現を目指して活動する、ボランティ
ア団体や市民活動団体といった「民間非営利活動組織・団体」のこと。

SDGs（Sustainable Development Goals／持続可能な開発目標）
　「誰一人取り残さない持続可能な社会」を実現するため、2015年の国連サミットで採択され
た、2030年を期限とする17の国際目標。

LGBTQ
　性的マイノリティ（P153参照）の総称の一つで、レズビアン（L）、ゲイ（G）、バイセクシュアル
（B）、トラン　スジェンダー（T）、クエスチョニングまたはクイア（Q）の頭文字をまとめたもの。
　レズビアン（L）	 ：女性として女性を好きになる人
　ゲイ（G）	 ：男性として男性を好きになる人
　バイセクシュアル（B）	 ：女性も男性も両方好きになる人
　トランスジェンダー（T）	：生まれたときに割り当てられた性別とは異なる性別を生きる人
	 （性同一性障がい（性別不合※）を含む）
　クエスチョニング（Q）	 ：性的指向や性自認がわからないと感じている人
　クイア（Q）	 ：多様な性のあり方を包括的に表す言葉

性別不合※�：WHO（世界保健機関）は、「身体的性別と性自認の不一致は障がいではない」とし、
「性同一性障害」を精神疾患リストから外し、「性別不合」という表現に変更している。
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  エンパワーメント
　力をつけること。また、自ら主体的に行動することによって状況を変えていこうとする考え方
のこと。

【か】

キャリアパス(career path)
　ある職位や職務に就くために必要なスキルや経験、資格などの道筋のこと。

強制性交等罪
　暴行又は脅迫等を手段として、相手に対し、その意思に反して性交等をする罪。令和5年の刑法
改正により、不同意性交等罪に改められた。

共創
　自治協議会や企業、商店街、NPO、学校、行政などの様々な主体が、お互いの役割と責任を認め
合い、相互関係・パートナーシップを深めながら、知恵や力を合わせ、長所や資源を活かして、共
に協力し合い、地域の未来を創り出していくこと。

クオータ制（割当制）
　積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の手法の一つ。人種や性別などを基準に一定の人数
や比率を割り当てる政治システムにおける制度のこと。

健康課題
　月経やPMS（月経前症候群）などの女性特有の健康課題、更年期障害などの女性・男性特有の健
康課題のこと。健康課題の内容も抱えやすい時期も男女で違いがある。

固定的な役割分担意識（固定的性別役割分担意識）
　男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも関わらず、「男
は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」のように、男性、女性という性別を理
由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。

こども性暴力防止法（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律）（令和6（2024）年公布）
　児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定
を受けた民間教育保育等事業者が、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防
止等の措置を講じることを義務付けた法律。

困難女性支援調整会議
　困難な問題を抱える女性に早期に円滑かつ適切な支援を行うため、女性支援新法第15条に基
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づき、地方公共団体が地域の支援関係者を集めて組織する会議体。支援者間の連携を深めるとと
もに、個別の対象者について情報共有を行い、支援内容や支援の方向性の協議を行うもの。

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）（令和4（2022）年 公布）
　女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面
することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人
権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的
とした法律。

困難を抱える女性
　女性であることに起因する様々な困難な問題を抱える女性のこと。女性が抱える困難は、性虐
待・性被害、性的搾取、夫・子・親・親族・交際相手等からの暴力、ストーカー被害、家族関係の破綻、
居所なし、予期せぬ妊娠、経済的困窮、社会的孤立等、多様化・複合化してきている。

【さ】

産後パパ育休制度
　子どもの出生後8週間以内に4週間（28日）を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳ま
での育児休業とは別に取得できる制度のこと。
　令和4年10月の育児・介護休業法の改正に伴い、男性の育児休業取得促進のため、これまでより
も柔軟で取得しやすい休業として設けられた。

ジェンダー
　「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての性別学的性別（セックス/
sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」が
あり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー/gender）と
いう。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではない。

ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index）
　世界経済フォーラムが、各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので、経済分野、
教育分野、政治分野及び健康分野のデータから算出される。男女間格差を明らかにできる。

次世代育成支援対策推進法（平成15（2003）年 公布）
　急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成され
る環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国・地方公
共団体・企業について、その責務を明らかにし、行動計画などを策定することを義務付けた法律。

自治協議会
　おおむね小学校区を単位として、男女共同参画の推進をはじめ、防犯・防災、子ども、環境、福祉
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などさまざまな事柄について話し合いながら、校区を運営する自治組織。校区内の自治会・町内
会のほか、校区男女共同参画協議会など、分野別の活動を行っている団体などで構成される。

女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）（平成27（2015）年公
布）
　女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体
及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業
生活における活躍を推進するための支援措置等について定めている法律。

女性相談支援員
　困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、専門的技
術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員のこと。（困難な問題を抱える女性への支援
に関する法律第11条）

心的外傷
　災害、事故、暴力被害など通常経験しないような心理的に強い負荷となる出来事を体験し、そ
れに伴う精神的・身体的な苦痛を受けること。トラウマとも呼ばれる。

スーパービジョン
　スーパーバイザー（監督者・管理者）が、スーパーバイジー（社会福祉施設等で事例を担当して
いる援助者）から、担当している事例の内容や援助方法について報告を受け、それに基づいて適
切な援助指導を行うこと。

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（平成30（2018）年公布）
　衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となること
を目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞ
れの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定め
ている。

性的搾取
　性的な目的で相手の弱さや力関係、信頼関係を悪用する行為やその試み。女性や子どもなどを
支配下に置き、売春や性的サービス、労働の強要などによる搾取する犯罪。

性的マイノリティ
　LGBTQ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クエスチョニングまたは
クイアの頭文字をまとめたもの）など、性的指向（恋愛感情または性的感情の対象となる性別）や
性自認（自分の性別を自分でどう思うか）について少数派である人
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セクシュアル・ハラスメント
　継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言
動。雇用関係にある者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における構
成員間など、様々な生活の場で起こり得る。

セーフティネット住宅
　「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、民間賃貸住宅の
空き家等を住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、賃貸人が都道府県、政令市及び中核
市に登録した住宅のこと。

【た】

多様性
　性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮し、共存すること。「ダイバーシ
ティ」ともいう。

ダブルケア
　晩婚化・晩産化の進展に伴い、親の介護期までに育児が終わらず、同時期に育児と介護の負担
がかかること。

男女共同参画協議会
　校区自治組織における男女共同参画推進活動の核となる組織。住民を対象とした学習会や会
員の研修会、広報紙の発行など、校区の実情に応じた自主的な活動を行うとともに、学習や実践
活動を通じて女性自身が力をつけ、地域のリーダーとして日常活動や意思決定の場に参画し、男
女がともに課題解決に取り組む地域づくりを推進している。
　なお、校区間の情報交換、委員研修等を実施し、校区活動の活性化や人材育成を図るため、区単
位の男女共同参画連絡会がある。

男女共同参画推進サポーター（略称「参画サポーター」）
　福岡市男女共同参画推進センター・アミカスが、地域における男女共同参画を推進するため
に、地域団体等の要請に応じて派遣する研修講師。

男女共同参画社会
　男女共同参画社会基本法では「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会
のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、
社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義している。
男女が、互いにその人権を尊重しながら責任も分かち合い、性別にかかわりなく、個性と能力を
十分に発揮できる社会を目指している。
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男女共同参画社会基本法（平成11（1999）年公布）
　「男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置づけ、国の政
策に関する基本方針を明らかにするとともに、基本理念や国・地方公共団体・国民の責務、施策の
基本となる事項などを定めている。

DX
　「デジタルトランスフォーメーション」の略で、日常のさまざまな面でデジタル技術を活用し、
世の中をより効率的かつ便利に変えていこうという概念のこと。

DV（ドメスティック・バイオレンス）（→P156「配偶者等からの暴力」の項目参照。）

DV防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）（平成13（2001）
年公布）
　配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律。令和元年の一部改正（令和2年4月1日施行）で
は、児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、児童虐待と
密接な関連があるとされるDVの被害者の適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき
関係機関として児童相談所が法文上明確化された。また、その保護の適用対象として被害者の同
伴家族が含まれることも明確になった。

デートDV
　DVとは「Domestic Violence」の略で、配偶者や同居のパートナーなどの間で起こる暴力の
ことであり、これに対して、配偶者や同居のパートナーではなく恋人・交際相手などの間で起こ
る暴力のことを、特に、「デートDV」と呼ぶ。

特定事業主行動計画
　女性活躍推進法と次世代育成支援対策推進法に基づき、福岡市が事業主として女性職員の活
躍推進や仕事と家庭の両立に関する取組みや数値目標を定めたもの。

共働き・共育て
　家庭内で男女ともに仕事や家事、子育てに参画すること。

【な】

二次被害
　直接的な被害を受けた後に、周囲の心ない言動、誹謗中傷等によって被る精神的な苦痛や心身
の不調等の被害のこと。
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【は】

配偶者等からの暴力（"DV"（ドメスティック・バイオレンス））
　配偶者や恋人など親密な関係にある人からの暴力のこと。殴る、蹴るといった身体的暴力だけ
でなく、心ない言動によって相手の心を傷つける精神的暴力、嫌がっているのに性的行為を強要
するといった性的暴力、生活費を渡さない経済的暴力なども含まれる。「DV（ドメスティック・バ
イオレンス）」は、法令等で明確に定義された言葉ではないが、一般的に使用されているため、こ
の計画でも使用している。
　「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律」いわゆる「DV防止法」では、配偶者
間の暴力に限定し、「配偶者」には、婚姻の届出をしていない事実婚及び離婚後（事実上離婚した
と同様の事情に入ることを含む。）も引き続き暴力を受ける場合を含む。婚姻関係にない交際相
手からの暴力は「デートDV」と言われる。

配偶者暴力相談支援センター
　福岡市では、平成22年12月に開設。DV防止法第3条に基づき、DVの防止及び被害者の保護を
図るため、被害者からの相談、カウンセリング、緊急時における安全確保・一時保護、就業・住宅・
援護・保護命令制度の利用等に関する情報提供その他の援助を行う。都道府県の婦人相談所その
他の施設においてその機能を果たすこととされ、また、平成19年の同法改正により、市町村の適
切な施設においてもその機能を果たすよう努めることとされた。

売春防止法（昭和31（1956）年公布）
　終戦後の売春対策の一環として制定され、売春をなすおそれのある女子の保護更生を目的と
した法律。長らく女性支援事業（旧婦人保護事業）の根拠法となっていたが、令和6（2024）年の女
性支援新法の施行に伴い改正され、補導処分について規定した第3章ならびに婦人保護事業につ
いて規定した第4章は廃止された。

福岡市職員の人材育成・活性化プラン
　福岡市が平成17年2月に策定し、概ね4年毎に改定を行っているプランで、福岡市政を支える市職員
の育成及び確保を推進するとともに、職員個人の力を組織の力として最大限に引き出していくことを
目的に「期待される職員像」等を定めている。
　令和7年6月に改定したプランでは、職員一人ひとりのエンゲージメント（組織や仕事に貢献する意
欲）を向上させることを基本的な考え方としつつ、新たな発想と手法をもって果敢にチャレンジする高
い志と、行政需要の変化にスピード感を持って的確に対応する能力を持つ職員の育成を目指している。

福岡市男女共同参画を推進する条例（平成16（2004）年公布）
　市民一人ひとりが個人として尊重され、多様な生き方を選択できる男女共同参画社会の実現
に向けて、福岡市における男女共同参画を推進するための基本的な事柄を定めた条例。
　男女共同参画の推進に関する基本理念や市の責務、市民・事業者・自治組織・教育に携わる者の
役割、施策の基本となる事項などを定めている。
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福岡市男女共同参画週間（みんなで参画ウィーク）
　毎年11月3日から9日までの1週間を福岡市独自の「男女共同参画週間」として、様々な団体の
枠を超えて、男女共同参画意識が浸透することを目指すもの。市民の提案により平成23年に創設
された。

不同意性交等罪
　暴行や脅迫がなくても、同意しない意思を形成、表明、若しくは全うすることが困難な状況で
の性交等を処罰の対象とするもの。令和5年7月施行の刑法改正によって「強制性交等罪」から改
められた。

プレコンセプションケア
　性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフ
デザイン（将来設計）や将来の健康を考えて健康管理を行う概念

北京宣言及び行動綱領
　平成7（1995）年に中国・北京で開催された第4回世界女性会議（北京会議）において、国際的な
男女共同参画の取組の規範となる「北京宣言・行動綱領」が採択された。この宣言及び行動綱領
は、女性の貧困、教育と訓練、健康などの12の重大問題領域に沿って、女性のエンパワーメントを
推進するためのアジェンダを記載しており、現在まで、男女共同参画・女性活躍のための活動の
国際的基準となっている。

保護命令
　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、その生命又は身
体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申立てにより、配偶者に対して裁
判所が発する命令。（1）被害者への接近禁止命令、（2）被害者への電話等禁止命令、（3）被害者と同
居する未成年の子への接近禁止命令、（4）被害者の親族等への接近禁止命令、（5）被害者と共に生
活の本拠としている住居からの退去命令がある。

【ま】

面前DV
　子ども（18 歳未満）の目の前で配偶者や家族に対して暴力をふるうこと。児童虐待防止法（平
成12（2000）年交付）の平成16年改正で、心理的虐待のひとつと認定した。

民間シェルター
　民間団体によって運営されている、暴力を受けた被害者が一時的に避難できる施設のこと。
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【や】

要保護児童支援地域協議会
　医療機関や警察、学校、保育所などの地域の関係機関で構成する協議会のこと。要保護児童等
への支援を図るため、情報共有や支援内容の協議、広報・啓発などを実施している。

【ら】

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）
　リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）とは、平成6年（1994 年）の国際人口開発
会議の「行動計画」及び平成7年（1995 年）の第4回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」にお
いて、「人間の生殖システム、その機能と（活動）過程の全ての側面において、単に疾病、障害がな
いというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされて
いる。 また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に関する権利）は、「全てのカップルと個人が自
分たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時を責任をもって自由に決定でき、そのための
情報と手段を得ることができるという基本的権利、並びに最高水準の性に関する健康及びリプ
ロダクティブ・ヘルスを得る権利」とされている。

令和モデル
　「男性は仕事」「女性は家庭」という、いわゆるサラリーマンの夫と専業主婦からなる家庭を前
提とした制度、固定的な性別役割分担を前提とした長時間労働や転勤を当然とする雇用慣行等
を『昭和モデル』とすると、職業観・家庭観が大きく変化する中、全ての人が希望に応じて、家庭で
も仕事でも活躍できる社会への変革が実現した姿を『令和モデル』という。（令和5年版　男女共
同参画白書より）

【わ】

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）
　仕事と私生活を調和させ、そのどちらも充実させることで、お互いをもっとよくしていこうと
いう考え方や、そのための取組のこと。平成19年12月に策定された「仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）憲章」では、仕事と生活の調和が実現した社会とは、『国民一人ひとりがやりが
いや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいて
も、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会』で
あると定義している。
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13　男女共同参画に関する国内外の主な動き

年　号 国 連 ・ 日 本（○国連、●日本） 福　岡　市

昭和50（1975）年

○国際婦人年（目標：平等、発展、平和）
○�国際婦人年世界会議（メキシコシティ）「世界行動
計画」採択
●婦人問題企画推進本部設置

昭和51（1976）年 ○「国連婦人の十年」（～1985） 福岡市立婦人会館開館（平成
26年閉館）

昭和52（1977）年 ●国内行動計画策定

昭和53（1978）年 市民局青少年婦人対策課婦人
対策係新設

昭和54（1979）年 ○国連第34回総会「女子差別撤廃条約」採択

昭和55（1980）年 ○�「国連婦人の十年」中間年世界会議（コペンハーゲ
ン）「国連婦人の十年後半期行動プログラム」採択

区における婦人の地位向上活
動事業の開始

昭和56（1981）年 ●「国内行動計画後期重点目標」策定 福岡市総合計画基本計画に
「婦人」の章新設

昭和59（1984）年 ●�「国籍法の一部を改正する法律」公布（昭和60年1
月施行）

市民局婦人対策課新設

昭和60（1985）年

○�「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議　（「婦人の地
位向上のためのナイロビ将来戦略」採択）
●�「男女雇用機会均等法」公布（昭和61年4月施行）
●「女子差別撤廃条約」批准

昭和62（1987）年 ●�「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定

昭和63（1988）年 福岡市女性センター・アミカ
ス開館

平成元（1989）年
●�新学習指導要領の告示（家庭課教育における男女
共修）

「ふくおか女性プラン」策定
婦人対策課から女性企画課へ
課名を変更

平成2（1990）年

○第34回国連婦人の地位委員会拡大会議
○�国連経済社会理事会「ナイロビ将来戦略勧告」採択
（数値目標：指導的地位に就く女性の割合を1995
年までに少なくとも30％に）

平成3（1991）年

●�「西暦2000年に向けての新国内行動計画（第一次）
改定」決定（総合目標の「男女共同参加」が「男女共
同参画」に）
●「育児休業法」公布（平成4年4月施行）

市民局女性部新設

平成5（1993）年
○世界人権会議（ウィーン）
○�第48回国連総会「女性に対する暴力の撤廃に関す
る宣言」採択

平成6（1994）年
○�国際人口・開発会議（カイロ）（「行動計画」採択）
●�「雇用保険法等の一部を改正する法律」公布（平成7
年4月全面施行）（育児休業給付金制度の創設）
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年　号 国 連 ・ 日 本（○国連、●日本） 福　岡　市

平成7（1995）年

○�第4回世界女性会議（北京）「北京宣言及び行動綱
領」採択
●�「育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」
公布（平成7年10月施行）（介護休業制度の法制化）

「ふくおか男女共同参画プラ
ン」策定

平成8（1996）年 ●男女共同参画推進連携会議発足
●「男女共同参画2000年プラン」策定

平成9（1997）年
●男女共同参画審議会設置（法律）
●�「改正男女雇用機会均等法」公布（平成11年4月施
行）（採用差別等禁止の義務化）

「福岡市における審議会等委
員への女性の登用方針」決定

平成11（1999）年 ●�「男女共同参画社会基本法」公布（平成11年6月施
行）

平成12（2000）年 ○�国連特別総会「女性2000年会議」（ニューヨーク）
●「男女共同参画基本計画」閣議決定

「審議会等への女性の登用促
進に関する要綱」制定

平成13（2001）年 ●�「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律（DV防止法）」公布（平成13年10月施行）

「ふくおか男女共同参画プラ
ン第2次実施計画」策定

平成14（2002）年
女性部女性企画課から男女共
同参画部男女共同参画課へ組
織名変更

平成15（2003）年

●�「次世代育成支援対策推進法」公布（平成17年4月
施行）
●�「少子化社会対策基本法」公布（平成15年9月施行）
●�「女性のチャレンジ支援策の推進について」男女共
同参画推進本部決定（202030の目標設定）

平成16（2004）年

●�「DV防止法の一部を改正する法律」公布（平成16
年12月施行）（DV定義を拡大等）

「福岡市男女共同参画を推進
する条例」公布
福岡市女性センターから福岡
市男女共同参画推進センター
へ名称変更

平成17（2005）年 ○�国連「北京＋10」世界閣僚級会合（ニューヨーク）
●「男女共同参画基本計画（第2次）」閣議決定

平成18（2006）年
●「改正男女雇用機会均等法」公布（平成19年4月施
行）（性差別禁止の拡大等）

「福岡市男女共同参画基本計
画」策定
事業推進課新設

平成19（2007）年

●�「DV防止法の一部を改正する法律」公布（平成20
年1月施行）（保護命令制度の拡充）
●�「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲
章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指
針」策定

平成20（2008）年 ●�「女性の参画加速プログラム」男女共同参画推進本
部決定

平成21（2009）年 ●�「改正育児・介護休業法」公布（平成24年7月全面施
行）（パパ・ママ育休プラス）
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年　号 国 連 ・ 日 本（○国連、●日本） 福　岡　市

平成22（2010）年

○�国連「北京＋15」記念会合（ニューヨーク）
●�「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲
章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指
針」改定
●「男女共同参画基本計画（第3次）」閣議決定

「福岡市配偶者暴力相談支援
センター」開設

平成23（2011）年

○�UN Women（ジェンダーと女性のエンパワーメ
ントのための国連機関）正式発足

「福岡市男女共同参画基本計
画（第2次）」策定
「福岡市配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に関す
る基本計画」策定
福岡市男女共同参画週間（み
んなで参画ウィーク）創設

平成25（2013）年

●�「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指
針」作成
●�「DV防止法の一部を改正する法律」公布（平成26
年1月施行）（同居する交際相手からの暴力及びそ
の被害者も対象）

平成26（2014）年 女性活躍推進担当課長新設

平成27（2015）年

○国連「北京＋20」記念会合（ニューヨーク）
●「女性活躍推進法」公布（平成27年9月施行）
●「男女共同参画基本計画（第4次）」閣議決定
○�国連サミット「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」採択、「持続可能な開発目標（SDGs）」策
定

平成28（2016）年

●�「改正育児・介護休業法」、「改正男女雇用機会均等
法」公布（平成29年1月施行）（育児休業取得要件の
緩和、ハラスメント防止措置の義務化等）

「福岡市男女共同参画基本計
画（第3次）」策定
「福岡市配偶者等からの暴力
の防止及び被害者の保護に関
する基本計画（第2次）」策定
「福岡市働く女性の活躍推進
計画」策定
女性活躍推進担当課長から女
性活躍推進課へ組織変更
「働く人の介護サポートセン
ター」開設
「ふくおか女性活躍NEXT企
業見える化サイト」創設

平成30（2018）年

●�「政治分野における男女共同参画の推進に関する
法律」公布（平成30年5月施行）
●�「働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律」公布（平成31年4月施行）
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年　号 国 連 ・ 日 本（○国連、●日本） 福　岡　市

平成31（2019）年
令和元（2019）年

●�「女性活躍推進法等の一部を改正する法律」公布
（令和4年4月全面施行）（行動計画策定義務拡大、ハ
ラスメント防止対策強化）
●�「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉
法等の一部を改正する法律」公布（令和2年4月施
行）
●�「DV防止法の一部を改正する法律」公布（令和2年
4月施行）（DV被害者の支援と児童虐待対応との
連携の強化）

令和2（2020）年
○�国連「北京＋25」記念会合（ニューヨーク）
●�持続可能な開発目標SDGs達成のための「行動の
10年／Decade of Action」スタート

令和3（2021）年

●�「政治分野における男女共同参画の推進に関する
法律の一部を改正する法律」公布（令和3年6月施
行）
●�「改正・育児介護休業法」公布（令和4年4月より段階
的施行）（産後パパ育休の創設等）

「福岡市男女共同参画基本計
画（第4次）」策定
「福岡市配偶者等からの暴力
の防止及び被害者の保護に関
する基本計画（第3次）」策定
「福岡市働く女性の活躍推進
計画（第2次）」策定

令和4（2022）年

●�「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」
公布（令和6年4月施行）
●�「AV出演被害防止・救済法」公布（令和4年4月施
行）
●�「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等
に関する省令の一部を改正する省令」公布（令和4
年7月施行）（301人以上の企業に男女間賃金差異
の公表が義務化）

令和5（2023）年

●�「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」公布
（令和5年6月施行）
●�「DV防止法の一部を改正する法律」公布（令和6年
4月施行）（保護命令制度拡充等）

令和6（2024）年

●�「民法の一部を改正する法律（親権）」公布（令和8年
5月までに施行）
●�「改正育児・介護休業法」公布（令和7年4月より段階
的施行）（子の看護休暇の見直し等）

男女共同参画課に困難女性支
援係新設

令和7（2025）年

●�「改正女性活躍推進法」公布（令和8年4月施行）
（101人以上の企業に男女間賃金差異及び女性管
理職比率の公表が義務化）
●�男女共同参画社会基本法の一部改正（令和8年4月
全面施行）（国及び自治体の施策強化（連携と協働
の促進））
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年　号 国 連 ・ 日 本（○国連、●日本） 福　岡　市

令和8（2026）年

●�「男女共同参画基本計画（第6次）」閣議決定 「福岡市男女共同参画基本計
画（第5次）」策定
「福岡市配偶者等からの暴力
の防止及び被害者の保護に関
する基本計画（第4次）」策定
「福岡市女性支援基本計画」策
定
「福岡市働く女性の活躍推進
計画（第3次）」策定
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